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一 

近
世
文
書
料
紙
研
究
の
現
状
と
本
稿
の
目
的 

 

近
世
文
書
に
は
多
種
多
様
な
料
紙
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
用
途
に
よ
っ
て
紙
種
と
形

態
（
竪
紙
・
折
紙
・
半
切
紙
・
冊
子
な
ど
）
を
細
か
く
使
い
分
け
て
い
た
こ
と
を
指

摘
し
、
近
世
文
書
料
紙
研
究
を
先
導
し
た
の
は
、
大
藤
修
の
「
近
世
文
書
論
序
説
―

近
世
文
書
の
特
質
と
そ
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
の
素
描
―
」(

１)

で
あ
っ
た
。
大
藤

は
、
藩
の
統
治
機
構
の
整
備
と
執
務
の
文
書
主
義
化
、
お
よ
び
商
品
貨
幣
経
済
へ
の

移
行
を
背
景
に
、
文
書
の
作
成
量
が
飛
躍
的
に
増
加
し
、
紙
の
大
量
生
産
と
料
紙
の

小
型
化
・
薄
様
化
が
起
こ
っ
た
と
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
徳
川
将
軍
家
発
給
の
文
書

料
紙
は
大
型
化
・
厚
様
化
し
た
こ
と
に
も
言
及
し
て
い
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
大
藤
の
料
紙
論
は
主
と
し
て
文
献
史
料
の
紙
名
に
よ
る
も
の
で
、

料
紙
の
原
本
調
査
に
基
づ
く
実
証
性
に
乏
し
い
こ
と
は
否
め
な
い
。
原
本
調
査
に
よ

る
抄
紙
法
・
紙
の
品
質
・
形
状
（
法
量
・
厚
さ
）
・
色
な
ど
の
基
礎
的
デ
ー
タ
は
、

各
々
の
料
紙
の
性
質
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
ら
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
料
紙
間
の

相
対
的
な
「
格
式
」
や
、
特
定
の
用
途
へ
の
適
性
な
ど
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
、
大
藤
の
料
紙
論
を
よ
り
実
際
の
事
例
に
即
し
た
も
の
と
す
る
た
め
に
、
例

え
ば
加
賀
藩
に
お
け
る
大
名
発
給
文
書
に
つ
い
て
、
本
多
俊
彦
の
原
本
調
査
に
基
づ

く
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
前
田
利
常
後
見
期
に
お
け
る
奉
書
紙
に
は
填

料
の
米
粉
が
含
ま
れ
て
い
な
い
点
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る(

２)

。 

こ
の
よ
う
に
、
原
本
調
査
の
重
要
性
が
改
め
て
認
識
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
調
査
対

象
は
奉
書
紙
な
ど
の
格
式
の
高
い
料
紙
に
限
ら
れ
、
各
藩
で
通
常
使
用
さ
れ
た
料
紙

に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
詳
細
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
近
世
文
書
の
料

紙
研
究
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
各
地
方
に
お
け
る
事
例
の
蓄
積
が
今
後
さ
ら

に
必
要
な
段
階
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
、
広
島
藩
で
は
家
中
で
使
用
し
た
と
さ
れ

る
文
献
上
の
料
紙
名
と
、
伝
存
す
る
紙
の
史
料
（
料
紙
遺
品
）
と
の
比
定
が
、
比
較

的
容
易
で
あ
る
と
い
う
特
色
が
あ
る
。
そ
の
理
由
を
左
に
あ
げ
た
い
。 

① 

享
保
年
間
の
二
つ
の
定
書
（
以
下
、
「
享
保
の
定
」
と
略
）(

３)

に
よ
っ
て
、
家

中
使
用
の
料
紙
は
杉
原
紙
・
諸
口
紙
・
半
紙
の
三
紙
種
と
さ
れ
、
各
料
紙
の
用

途
と
授
受
者
の
細
か
い
規
定
が
明
文
化
さ
れ
て
い
る
。 

② 

文
化
八
年(

一
八
一
一)

の
「
御
紙
蔵
諸
紙
定
寸
之
覚
（
以
下
、
「
文
化
八
年
定

寸
表
」
と
略
）
」(

４)
 

に
は
、
そ
れ
ら
三
紙
・
六
種
類
の
名
称
（
大
杉
原
・
中
杉

原
・
白
諸
口
・
色
諸
口
・
白
半
紙
・
色
半
紙
）
と
尺
寸
が
明
記
さ
れ
、
料
紙
遺

品
の
法
量
か
ら
紙
種
が
推
定
さ
れ
る
。 

③ 
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
、
藩
の
公
用
文
書
料
紙
と
し
て
諸
口
紙
と
半
紙
の
一

部
を
「
淡
茜
色
」
に
染
め
た
も
の
を
使
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
た(

５)

。
こ
れ
に
よ

り
、
現
在
で
も
視
覚
的
に
紙
種
の
判
別
が
可
能
で
あ
る
。 

今
中
丹
後
「
御
中
老
格
控
」
か
ら
み
る
広
島
藩
重
職
の
書
状
贈
答
料
紙 

石 

川 
 

良 

枝 
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右
の
三
点
を
踏
ま
え
、
筆
者
は
前
稿
（
「
江
戸
時
代
中
・
後
期
に
お
け
る
広
島
藩

の
杉
原
紙
・
諸
口
紙
・
半
紙
に
つ
い
て
」
地
主
智
彦
共
著
、
『
広
島
県
立
歴
史
博
物

館
研
究
紀
要
』
第
二
十
二
号
、
二
〇
二
〇
年
）
に
お
い
て
、
頼
山
陽
史
跡
資
料
館
所

蔵
の
「
広
島
頼
家
関
係
資
料
」
に
伝
存
す
る
三
紙
種
の
原
本
調
査
を
行
い
、
そ
れ
ぞ

れ
の
形
状
の
違
い
（
表
１
）
と
品
質
上
の
特
徴
を
示
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
三
紙
種

が
使
用
さ
れ
た
文
書
の
用
途
と
形
態
を
、
広
島
大
学
中
央
図
書
館
所
蔵
「
今
中
文
庫
」

の
事
例
を
参
考
と
し
て
分
類
し
、
「
公
用
」
と
「
私
用
」
の
観
点
か
ら
三
紙
種
の
使

い
分
け
を
検
討
し
た
（
表
２
）
。 

表
２
が
示
す
通
り
、
家
中
で
日
常
的
に
使
用
さ
れ
た
諸
口
紙
・
半
紙
に
関
し
て
は
、

そ
の
用
途
と
様
式
の
大
部
分
が
判
明
し
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
杉
原
紙
は
下
賜

品
目
録
を
の
ぞ
く
と
、
と
り
わ
け
公
用
で
用
い
ら
れ
た
料
紙
遺
品
が
少
な
く
未
解
明

の
部
分
が
多
い
。
知
行
宛
行
状
の
関
係
文
書
の
奉
書
紙
と
あ
わ
せ
て
、
藩
主
発
給
の

料
紙
と
様
式
を
今
後
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。 

ま
た
、
広
島
藩
の
文
書
体
系
と
書
札
礼
全
体
を
考
え
る
上
で
、
前
稿
で
は
以
下
の

点
を
課
題
と
し
て
挙
げ
た
。 

 

① 

広
島
藩
家
中
の
他
の
事
例
の
検
討
を
通
じ
た
三
紙
種
の
使
用
例
の
一
般
化 

② 

「
享
保
の
定
」
以
前
と
以
後
の
料
紙
の
使
用
法
の
相
違
と
、
「
定
」
が
出
さ
れ

た
背
景
の
考
察 

③ 

家
臣
と
藩
主
と
の
間
、
広
島
藩
と
幕
府
、
お
よ
び
他
藩
と
の
間
の
書
札
礼
と
使

用
さ
れ
た
料
紙
の
検
討 

  

                       

 料紙名

 ⽩半紙
115～125×340～350

  0.077

  0.122 ⼤杉原

 中杉原

270～295×445～465

竪紙

半切紙

竪紙 ⾊半紙
(広島藩
公⽤紙)

 ⽩諸⼝

 ⾊諸⼝
(広島藩
公⽤紙)

  九寸七分×一尺五寸五分
（294mm×470mm)

厚平均
(mm)

法量(㎜）
タテ×ヨコ

形態

⽂化⼋年定⼨表
（竪×横）

135～147×445～465

  0.106

  白黄

淡茜色

淡茜色  0.078

  白黄  0.106

 八寸三分×一尺一寸六分
(251mm×351mm)

240～255×340～350

  一尺一寸二分×一尺六寸
  (339mm×485mm)

一尺五分×一尺五寸
（318mm×455mm)

330～340×470～480   

165～170×470～480

300～320×435～455

150～160×435～455

  九寸七分×一尺五寸五分
(294mm×470mm)

 八寸三分×一尺一寸六分
(251mm×351mm)

240～255×340～350

115～125×340～350半切紙

表１　　文献史料（文化八年定寸表）と料紙遺品との比較

竪紙

半切紙

竪紙

半切紙

竪紙

半切紙

料紙遺品調査結果

竪紙

半切紙

135～147×445～465

270～295×445～465

     白

  0.114

 料紙色

     白
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こ
の
う
ち
本
稿
は
③
に
関
連
し
、
藩
主
一
族
（
縁
戚
関
係
の
他
大
名
家
を
含
む)

と
家
臣
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
、
文
書
の
料
紙
と
様
式
の
あ
り
方
の
一
端
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
し
た
い
。
た
だ
し
、
授
受
者
の
一
方
が
為
政
者
と
そ

の
家
族
で
あ
る
た
め
、
藩
法
に
よ
る
料
紙
の
規
定
の
範
囲
外
に
あ
り
、
料
紙
遺
品
も

わ
ず
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
藩
主
一
族
と
書
状
を
取
り
交
わ
す
中
老
格
の
地
位
に
あ

っ
た
、
今
中
相
親
（
一
七
八
四
～
一
八
五
七
、
後
に
大
学
、
丹
後
と
称
す
）
が
残
し

た
「
御
中
老
格
控
」
（
「
今
中
文
庫
」
Ａ
三
―
一
）
を
手
が
か
り
と
し
、
こ
れ
に
記

載
さ
れ
る
書
状
贈
答
料
紙
と
様
式
の
分
析
を
行
っ
て
い
く
。 

同
史
料
は
今
中
相
親
の
差
出
状
と
外
部
か
ら
到
来
し
た
書
状
・
書
付
の
控
で
あ
る
。

こ
の
控
に
は
個
々
の
書
状
・
書
付
の
本
文
の
ほ
か
に
、
こ
れ
ら
の
料
紙
名
と
形
態
の

詳
し
い
注
記
が
な
さ
れ
て
い
る
。
幸
い
に
も
「
今
中
文
庫
」
に
は
控
に
記
載
さ
れ
た

書
状
・
書
付
の
一
部
が
現
存
し
て
い
る
（
以
下
、
現
存
料
紙
と
称
す(

６)

）
。
こ
の
現

存
料
紙
の
種
類
と
形
態
を
原
本
調
査
に
よ
っ
て
特
定
す
る
こ
と
で
、
同
史
料
の
注
記

が
示
す
具
体
的
な
内
容
を
理
解
し
、
裏
付
け
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
逆
に
原
本
が

失
わ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
史
料
上
の
注
記
か
ら
紙
種
な
ど
の
推
定
が
可
能

と
考
え
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
の
原
本
調
査
で
得
た
知
見
が
、
「
御
中
老
格
控
」

の
よ
う
な
文
献
史
料
に
表
記
さ
れ
る
料
紙
の
分
析
に
ど
の
程
度
有
効
か
試
み
る
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
を
第
二
の
目
的
と
し
た
い
。 

 

二 

本
稿
の
対
象
史
料
と
史
料
上
の
料
紙
の
呼
称
に
つ
い
て 

 

・
㈠
「
御
中
老
格
控
」
に
つ
い
て 

「
御
中
老
格
控
」
は
、
白
半
紙
の
竪
帳
に
記
さ
れ
た
、
全
六
冊
か
ら
成
る
史
料
で

（表中「料紙名」欄に記載される料紙名は、藩内での料紙の格の⾼い順に並べている。）

※ 表中の「　　－　　」は現時点で該当史料を未確認の意

 ⼤杉原

公
用

 料紙名
                                                 料紙遺品、および文献上に見られる料紙の形状と用途

竪紙・縦切紙

屋敷替申渡書・加増申渡
書など(竪切紙を半折）

－
褒賞・下賜品目録、任命書、縁組・改名許可
書など（半切紙を三つ折）

－

私
用

－ 折紙詠草(横詠草）
横詠草、一家内文書（御祠堂奠供献立）、祝
儀目録など

種
別

 中杉原

公
用

－ － 跡目相続口達正文、祝儀書状

私
用

－
折紙詠草(横詠草）、年始
挨拶状

横詠草、祝儀書状、一家内文書（御祠堂奠供
献立）、祝儀目録など

私的かつ常用の書付類

 ⽩半紙

家臣からの上申文書、家臣同士
の重要な連絡状

長期保存目的の私文書

 ⽩諸⼝

公
用

願書(休暇願・御目見・袖
留など）、誓詞

木石帳(竪帳)、勤書写し(竪
帳）

私
用

証文類、奉公人請状 控・写類 下書・控・写類、書簡 婚儀双方申合帖(横帳）

藩主一家への祝儀献上命
令の受諾書

伺書（婚姻・養子縁組、隠居、差控伺など）、
案内・廻達(御用談集会、諸役拝命など）

日記・草稿・手控など(竪
帳・横帳・横半帳）

私
用

簡易な証文・見積書、一
家内文書

家内文書、下書・控・写類 簡易な書簡、覚書・雑記・下書・控など

表２　　江戸時代中・後期に広島藩家中で使用された公私別の形状と用途

藩主の内意を通達する文書

非日常的な文書(詠草・儀礼な
ど）

藩主の内意を通達する文書

 ⾊半紙
(公⽤紙)

公
用

御絹座発給文書(竪切
紙）、公文書の包紙

藩諸機関の簡易な領収書、公文
書の包紙、家臣同士の簡易な連
絡状

－
御材木場発給文書、簡易な連絡状、上申書
の控・下書類

藩主一家への祝儀献上命
令書、献上物受取書

登城命令など口達類、願書・伺書への回答書
(付札を含む）、下書・控・写類

公
用

－

屋敷引渡帖(竪帳）
 ⾊諸⼝
(公⽤紙)

公
用

藩主の意向を伝える触書
とその包紙、藩主の血縁
者逝去の通達

用途の特色

願書・伺書の包紙
上申文書の包紙、家臣同士の簡
易な連絡状

－

－

－

折紙 半切紙(横切紙）

－ 下書・控・写類 －

非日常的な文書(詠草・儀礼な
ど）、家臣同士の祝儀状

藩からの下達文書(重要度の高
い案件）

帳面
 （竪帳・横帳・横半帳）
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あ
る
。
今
中
相
親
（
以
下
、
中
老
格
就
任
時
の
今
中
丹
後
と
呼
ぶ
）
は
、
天
保
十
二

年(
一
八
四
一)

に
関
蔵
人
に
か
わ
り
年
寄
上
座
に
就
い
た
が
、
藩
政
改
革
を
受
け
て

嘉
永
六
年(
一
八
五
三)

に
要
路
を
去
り
、
翌
嘉
永
七
年
（
十
二
月
に
安
政
と
改
元
）

正
月
十
九
日
に
非
役
の
中
老
格
に
任
じ
ら
れ
た
。
本
史
料
は
、
就
任
か
ら
隠
居
に
至

る
安
政
二
年(

一
八
五
五)

六
月
ま
で
の
間
、
今
中
丹
後
が
大
目
付
や
年
寄
の
ほ
か
、

藩
主
・
浅
野
斉
粛
は
じ
め
、
そ
の
血
縁
者
・
縁
戚
者
と
取
り
交
わ
し
た
書
状
贈
答
の

記
録
で
あ
る
。
ま
た
、
安
永
二
年(

一
七
七
三)

に
中
老
格
に
就
任
し
た
浅
野
外
守
の

書
状
贈
答
の
書
写
も
含
ま
れ
、
役
目
の
参
考
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。 

『
今
中
文
庫
目
録
』
に
記
載
さ
れ
る
順
に
こ
の
六
冊
を
あ
げ
る
。
（
ア
ル
フ
ァ
ベ

ッ
ト
は
筆
者
。
ま
た
、
以
下
、
史
料
上
の
文
言
を
引
用
す
る
際
の
読
点
、
お
よ
び
傍

線
も
筆
者
で
あ
る
。
） 

 Ａ 

御
中
老
格
御
勤
中
御
使
者
取
斗
控 

Ｂ 

大
御
目
付
御
贈
答
幷
阿
之
方
ゟ
之
仕
掛
等
諸
事
控 

(

嘉
永
七
甲
寅
年
正
月
十
九
日
ゟ
安
政
二
乙
卯
年
五
月
ニ
至
迄) 

Ｃ 

御
状
御
贈
答
控 

(

嘉
永
七
甲
寅
年
正
月
よ
り
安
政
二
乙
卯
年
正
月
ニ
迄) 

Ｄ 

御
年
寄
中
御
贈
答
控(

嘉
永
七
甲
寅
年
正
月
十
九
日
ゟ
安
政
二
乙
卯
年
六
月
迄) 

Ｅ 

割
奉
行
中
ゟ
之
一
件 

 

Ｆ 

御
状
御
贈
答
控 
(

安
永
二
年
浅
野
外
守
様
御
役
中
之
控
写
し) 

 

こ
の
う
ち
、
本
稿
で
は
特
に
Ｃ(

以
下
、
今
中
丹
後
控
と
略)

と
Ｆ(

以
下
、
浅
野

外
守
控
と
略)

を
対
象
と
し
、
双
方
の
控
に
表
記
さ
れ
る
料
紙
と
形
態
を
分
析
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
時
代
的
変
化
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
ま
た
、
今
中
丹
後
の
養
子
相

愛
（
大
衛
）
の
「
覚
書
」(

以
下
、
大
衛
覚
と
略)

も
、
自
身
や
養
父
へ
の
口
達
類
の

控
を
料
紙
・
形
態
と
も
に
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
参
考
と
し
、
適
宜
引
用
す
る
。 

 ・
㈡ 

料
紙
と
形
態
の
呼
称
に
つ
い
て 

 

今
中
丹
後
控
と
浅
野
外
守
控
の
分
析
を
行
う
前
提
と
し
て
、
こ
の
両
史
料
に
表
記

さ
れ
る
料
紙
名
お
よ
び
形
態
名
（
両
者
を
便
宜
的
に
括
弧
を
付
け
ず
に
用
い
る
こ
と

と
す
る
）
を
暫
定
的
に
定
義
し
、
整
理
し
て
お
き
た
い
。 

 

〈
料
紙
の
呼
称
〉 

① 

大
杉
原
と
杉
原 

 

浅
野
外
守
控
の
方
に
は
大
杉
原
、
今
中
丹
後
控
に
は
杉
原
と
、
そ
れ
ぞ
れ
杉
原
紙

の
表
記
が
あ
る
。 

大
杉
原
は
、
享
保
三
年
の
「
御
紙
蔵
江
納
候
諸
紙(

７)

」
と
「
文
化
八
年
定
寸
表
」

に
よ
る
と
縦
一
尺
一
寸
二
分
、
横
一
尺
六
寸
で
製
さ
れ
、
一
般
的
な
杉
原
紙
（
縦
一

尺
～
一
尺
一
寸
、
横
一
尺
四
寸
八
分
～
一
尺
五
寸
）(

８)

よ
り
、
最
大
で
縦
横
約
一
寸

ず
つ
幅
広
で
あ
る
。
原
本
調
査
の
結
果
、
中
杉
原
と
の
間
に
品
質
と
抄
紙
法
の
違
い

は
な
く
、
大
杉
原
の
「
大
」
は
単
に
法
量
が
よ
り
大
き
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
た
。 

一
方
、
今
中
丹
後
控
の
杉
原
は
、
大
杉
原
・
中
杉
原
の
ど
ち
ら
を
指
す
の
か
が
問

題
と
な
る
。
現
存
料
紙
が
確
認
さ
れ
な
い
た
め
、
別
の
文
献
史
料
か
ら
二
事
例
を
挙

げ
た
い
。 

一
つ
目
は
大
衛
覚
よ
り
、
天
保
七
年(

一
八
三
六)

十
月
廿
五
日
、
年
寄
職
で
あ
っ

た
今
中
大
学(
丹
後)

に
内
々
で
下
賜
さ
れ
た
「
銀
五
枚
」
の
目
録
で
あ
る
。
目
録
料
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紙
は
、
そ
の
略
図
と
と
も
に
「
杉
原
半
切
三
ツ
折
」
と
表
記
さ
れ
（
写
真
１
）
、
現

存
料
紙
が
あ
る
（
写
真
２
）
。
原
本
調
査
の
結
果
、
大
杉
原
の
半
切
紙
を
さ
ら
に
縦

に
半
裁
し
、
縦
に
三
つ
折
り
に
し
た
形
態
で
あ
っ
た
。 

二
つ
目
は
今
中
丹
後
の
隠
居
願
に
用
い
ら
れ
た
杉
原
紙
で
あ
る
。
Ｂ
で
は
「
御
口

上
書
杉
原
巻
紙
、
諸
口
紙
壱
枚
服
紗
包
、
上
ワ
書
書
付
与
斗
」
と
表
記
さ
れ
、
口
上

書
の
本
紙
に
杉
原
紙
の
巻
紙
、
包
紙
は
②
で
述
べ
る
が
、
白
諸
口
の
全
紙
一
枚
を
使

用
し
た
旨
が
述
べ
ら
れ
る
。
現
存
料
紙
は
な
い
も
の
の
、
同
じ
隠
居
願
の
「
口
演
書
」

の
控
が
伝
存
す
る
。
調
査
に
よ
り
、
本
紙
が
大
杉
原
の
半
切
紙
を
貼
継
い
だ
巻
紙
、

包
紙
は
白
諸
口
の
全
紙
一
枚
と
特
定
で
き
た
こ
と
か
ら
、
控
で
あ
っ
て
も
文
献
の
記

述
通
り
の
料
紙
が
選
択
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。 

以
上
の
二
事
例
か
ら
、
両
控
の
杉
原
紙
は
と
も
に
大
杉
原
を
指
し
、
こ
れ
は
広
島

藩
で
生
産
さ
れ
た
最
も
大
判
の
杉
原
紙
で
あ
っ
た
と
し
た
い
。 

② 

赤
紙
と
諸
口 

 

こ
の
二
つ
の
呼
称
は
、
「
文
化
八
年
定
寸
表
」
に
記
載
の
あ
る
色
諸
口
と
白
諸
口

の
二
種
類
の
諸
口
紙
と
推
定
で
き
る
。 

ま
ず
、
赤
紙
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
赤
」
に
関
連
し
た
料
紙
名
、
す
な
わ
ち
色
諸

口
と
思
わ
れ
る
呼
称
は
、
赤
紙
、
赤
竪
紙
、
赤
諸
口
、
赤
諸
口
紙
の
四
種
類
で
あ
っ

た
。
史
料
上
の
表
記
と
現
存
料
紙
が
類
似
、
ま
た
は
合
致
す
る
事
例
を
あ
げ
よ
う
。 

一
つ
目
は
Ｂ
に
記
載
の
赤
紙
、
赤
竪
紙
で
あ
る
。
藩
主
が
さ
ら
な
る
倹
約
を
触
れ
た
、

安
政
元
年
の
「
勝
手
向
き
難
渋
に
つ
き
家
中
へ
格
外
の
節
倹
を
命
ず
る
達
」(

９)

の
本

紙
に
赤
竪
紙
を
、
包
紙
に
赤
紙
を
使
用
し
た
こ
と
が
、
本
紙
・
包
紙
の
略
図
と
と
も

に
記
さ
れ
て
い
る(

写
真
３
）
。
現
存
料
紙
は
な
い
も
の
の
、
こ
れ
に
類
似
し
た
藩

主
の
触
書
、
嘉
永
六
年
の
「
借
地
緩
和(

御
甘
メ
米)

に
付
書
付
」
（

10  
）

が
残
さ
れ

(

写
真
４
）
、
本
紙
に
色
諸
口
の
竪
紙
の
貼
継
ぎ
を
、
包
紙
に
同
じ
く
色
諸
口
全
紙

一
枚
を
、
Ｂ
の
記
述
通
り
に
使
用
し
て
い
た
。 

二
つ
目
は
、
Ｄ
の
赤
諸
口
、
赤
諸
口
紙
の
表
記
で
あ
る
。
今
中
丹
後
が
「
若
殿
様

江
為
年
頭
御
祝
儀
」
の
御
太
刀
馬
代
を
進
上
し
た
後
、
年
寄
の
浅
野
若
狭
と
藤
田
兵

庫
か
ら
、
受
取
と
披
露
を
遂
げ
た
旨
の
書
状
が
届
い
た
。
そ
の
本
紙
が
「
赤
諸
口
裏

付
」
、
包
紙
が
「
赤
半
紙
壱
枚
ニ
而
服
紗
包
」
で
あ
る
こ
と
が
、
略
図
と
と
も
に
記

さ
れ
る(

写
真
５)

。
現
存
料
紙(

写
真
６)

に
よ
り
、
本
紙
は
色
諸
口
の
折
紙
、
包
紙

は
色
半
紙
の
全
紙
一
枚
で
あ
り
、
Ｄ
の
記
述
に
合
致
し
て
い
た
。
赤
諸
口
紙
は
、
今

中
丹
後
に
隠
居
御
礼
と
し
て
「
干
鯛
一
折
五
枚
」
の
献
上
を
命
じ
る
口
達
書
に
用
い

ら
れ
た
と
記
さ
れ
、
現
存
料
紙
か
ら
や
は
り
色
諸
口
の
折
紙
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

て
い
る
。 

こ
れ
ら
か
ら
、
赤
紙
の
「
赤
」
は
藩
の
公
用
文
書
に
使
用
さ
れ
る
「
淡
茜
色
」
を

指
し
、
料
紙
は
色
諸
口
で
あ
る
と
し
た
い
。 

こ
れ
に
対
し
諸
口
は
、
色
の
記
載
が
な
い
た
め
白
諸
口
と
推
定
さ
れ
る
。
二
事
例

を
示
し
た
い
。 

一
例
目
は
、
今
中
丹
後
が
夏
か
ら
秋
の
足
袋
の
着
用
許
可
を
問
い
合
わ
せ
た
伺
書

で
あ
る
。
「
諸
口
半
切
レ
江
認
メ
」
と
Ｂ
に
表
記
さ
れ
る
。
「
今
中
文
庫
」
に
そ
の

控
が
残
り
、
白
諸
口
の
半
切
紙
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
二
例
目
は
、

先
の
干
鯛
献
上
命
令
に
対
す
る
、
今
中
丹
後
の
受
諾
口
上
書
で
あ
る
。
本
紙
が
「
諸

口
裏
付
」
、
包
紙
は
「
半
紙
壱
枚
服
紗
包
」
と
Ｄ
に
表
記
さ
れ
、
略
図
も
併
記
さ
れ

る
（
写
真
７
）
。
現
存
料
紙
は
な
い
も
の
の
、
こ
れ
と
同
じ
様
式
で
、
「
若
殿
様
御

入
国
」
の
「
御
祝
儀
御
肴
」
献
上
の
口
上
書
控
が
伝
存
し
、
Ｄ
の
記
述
通
り
本
紙
に

白
諸
口
の
折
紙
、
包
紙
に
白
半
紙
一
枚
を
使
用
し
て
い
た(

写
真
８)

。
こ
れ
ら
か
ら
、
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諸
口
は
白
諸
口
を
指
す
も
の
と
し
た
い
。 

③ 
奉
書 

浅
野
外
守
控
で
は
、
水
野
家
養
子
と
な
っ
た
浅
野
重
晟
弟
の
水
野
忠
鼎
な
ど
、
他

大
名
家
へ
出
た
藩
主
の
血
縁
者
へ
の
書
状
に
、
浅
野
外
守
が
奉
書
紙
を
使
用
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
る
。
一
方
、
今
中
丹
後
控
で
は
、
他
大
名
家
か
ら
今
中
丹
後
宛
に
来
た

書
状
の
料
紙
が
奉
書
紙
で
あ
っ
た
と
の
記
述
が
あ
る
。
他
藩
か
ら
の
奉
書
紙
は
種
類

を
明
ら
か
に
し
得
な
い
が
、
浅
野
外
守
が
用
い
た
奉
書
紙
に
つ
い
て
若
干
考
察
し
て

み
た
い
。 

「
文
化
八
年
定
寸
表
」
に
よ
る
と
、
広
島
藩
で
は
大
広
奉
書
、
新
奉
書
、
大
奉
書
、

小
奉
書
の
四
種
類
が
漉
か
れ
、
各
紙
の
法
量
は
こ
の
順
に
大
き
い
こ
と
か
ら
、
大
広

奉
書
が
最
も
格
が
高
く
、
小
奉
書
は
一
番
低
か
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
紙
幅
の
都
合

上
、
各
奉
書
紙
の
デ
ー
タ
を
示
す
こ
と
は
し
な
い
が
、
「
今
中
文
庫
」
の
奉
書
紙
の

原
本
調
査(

令
和
二
年
三
月
二
十
四
～
二
十
七
日)

の
結
果
、
今
中
丹
後
宛
の
書
付
や

書
状
に
つ
い
て
以
下
の
こ
と
が
現
在
判
明
し
て
い
る
。 

① 

九
代
藩
主
・
斉
粛
な
ら
び
に
十
代
藩
主
・
慶
熾
の
、
右
筆
に
よ
る
「
御
書
」
に

は
大
広
奉
書
の
折
紙
が
使
用
さ
れ
る
。 

② 

青
山
内
証
分
家
当
主
・
浅
野
長
訓(

近
江
守
、
後
に
十
三
代
藩
主)

の
、
右
筆
に

よ
る
暑
中
見
舞
・
寒
中
見
舞
状
に
は
大
奉
書
の
折
紙
が
使
用
さ
れ
る
。 

③ 

藩
主
直
筆
の
「
御
筆
」
の
場
合
は
、
小
奉
書
と
白
諸
口
の
半
切
紙
が
使
用
さ
れ

る
。 

浅
野
外
守
控
成
立
の
安
永
二
年
当
時
、
奉
書
紙
の
最
上
位
は
判
明
し
て
い
る
限
り

大
奉
書
で
あ
り
、
右
の
事
例
か
ら
も
家
臣
で
あ
る
浅
野
外
守
が
大
奉
書
を
使
用
す
る

と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
明
和
三
年(

一
七
六
六)

に
今
中
温(

丹
後
の
父)

が
受
け

取
っ
た
「
知
行
宛
行
状
」
が
、
原
本
調
査
の
結
果
大
奉
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
家

臣
が
大
奉
書
を
使
用
す
る
可
能
性
は
さ
ら
に
低
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
以
上
か
ら
、

浅
野
外
守
控
の
奉
書
紙
は
小
奉
書
と
仮
定
し
て
お
き
た
い
。 

 

〈
形
態
の
呼
称
〉 

① 

裏
付
・
横
折 

 

先
述
の
通
り
、
「
赤
諸
口
裏
付
」
「
諸
口
裏
付
」
と
い
う
表
記
は
、
現
存
料
紙
と

の
比
定
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
色
諸
口
と
白
諸
口
の
折
紙
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
裏
付
は
折
紙
を
指
す
も
の
と
し
た
い
。
折
紙
は
、
一
枚
の
料
紙

の
全
面
を
使
う
竪
紙
に
対
し
、
横
長
に
半
折
し
折
り
目
を
下
に
し
て
用
い
る
形
態
を

い
う
。
折
り
返
し
た
裏
側
は
、
本
紙
に
付
す
べ
き
礼
紙
と
し
て
見
立
て
た
と
考
え
ら

れ
、
裏
付
も
そ
の
意
味
と
推
察
さ
れ
る
。
横
折
は
奉
書
紙
に
の
み
使
用
さ
れ
て
お
り
、

裏
付
と
同
様
に
折
紙
と
考
え
た
い
。 

② 

半
切
・
半
切
レ
・
切
紙 

 

 

ま
ず
、
史
料
上
「
杉
原
半
切
三
ツ
折
」
「
諸
口
半
切
レ
」
な
ど
、
半
切
、
半
切
レ

と
表
記
さ
れ
る
も
の
は
、
先
に
示
し
た
現
存
料
紙
か
ら
、
全
紙
を
横
方
向
に
半
分
に

裁
断
し
た
半
切
紙
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。 

そ
の
ほ
か
「
赤
紙
切
紙
」
「
白
諸
口
切
紙
」
な
ど
の
切
紙
と
い
う
表
記
も
、
通
常

半
切
紙
を
指
す
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
次
の
伺
書
の
現
存
料
紙
（
「
今
中
文

庫
」
Ｃ
―
三
一
―
一
七
四
）
に
て
確
認
と
し
た
い
。
こ
の
伺
書
は
、
今
中
丹
後
の
隠

居
と
跡
目
相
続
を
許
可
さ
れ
た
養
子
大
衛
が
、
「
家
督
之
御
礼
差
上
物
」
に
つ
い
て

問
い
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。 

紙
面
に
、
「
以
切
紙
申
上
候
、
私
儀
家
督
之
御
礼
差
上
物
明
廿
八
日
差
上
候
様
、 
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兼
而
御
達
之
趣
奉
畏
候
、
然
処
今
日
ゟ
来
正
月
六
日
迄
忌
中
ニ
罷
成
申
候
、
右
ニ
付

明
日
之
差
上
物
如
何
可
仕
哉
（
後
略
）
」
と
あ
り
、
「
以
切
紙
」
と
さ
れ
る
大
衛
の

料
紙
と
形
状
は
「
白
諸
口
」
の
半
切
紙
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
か
ら
、
半
切
・
半
切

レ
・
切
紙
は
す
べ
て
半
切
紙
を
指
す
も
の
と
し
た
い
。 

 

以
上
、
第
二
節
で
整
理
し
た
呼
称
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
節
よ
り
両
控
に
記
載
さ

れ
る
書
状
贈
答
の
料
紙
と
そ
の
形
態
の
分
析
に
移
り
た
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
時

代
的
変
化
を
考
察
す
る
た
め
に
、
先
に
成
立
し
た
浅
野
外
守
控
か
ら
み
て
い
こ
う
。 

 

三 

浅
野
外
守
控
の
書
状
贈
答
料
紙
の
分
析 

 

 

浅
野
外
守(

新
四
郎
、
内
膳)

は
、
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
よ
り
十
八
年
間
年
寄

職
を
勤
め
た
の
ち
、
安
永
二
年
に
中
老
格
に
就
任
し
た
。
「
中
老
」
と
は
、
宝
永
六

年(

一
七
〇
九)

の
藩
主
・
浅
野
吉
長
の
職
制
改
革
に
よ
り
、
吉
長
の
舎
弟
を
処
遇
す

る
た
め
に
置
か
れ
た
非
役
の
地
位
で
あ
る
。
中
老
格
は
こ
れ
と
似
た
形
で
、
年
寄

(

執
政)

を
引
退
し
た
者
の
処
遇
先
と
し
て
安
永
二
年
か
ら
設
け
ら
れ
、
役
規
は
「
年

頭
・
八
朔
・
御
節
句
・
月
次
・
御
吉
凶
之
節
登
城
」
と
さ
れ
た
（
11  
）

。
浅
野
外
守
は

そ
の
初
代
で
あ
っ
た
た
め
、
浅
野
外
守
控
の
書
状
贈
答
の
文
言
や
料
紙
の
選
択
は
、

雛
形
と
し
て
歴
代
に
引
き
継
が
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。 

浅
野
外
守
控
に
は
全
部
で
八
一
通
の
書
状
の
記
載
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
浅
野
外
守
の

差
出
状
二
七
通
、
受
取
状
一
通
に
、
書
状
様
式
が
注
記
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
内
訳
は
大

杉
原
が
二
〇
通
、
奉
書
が
五
通
、
諸
口
が
三
通
で
あ
る
。
こ
の
二
八
通
を
中
心
に
、
各

通
の
差
出
人
、
宛
所
、
内
容
、
表
記
さ
れ
る
料
紙
名
と
形
態
等
を
表
３
と
し
て
作
成
し

た
。
そ
の
際
、
初
め
の
書
状
に
料
紙
名
等
が
明
記
さ
れ
、
「
右
御
同
文
」
と
略
さ
れ
る

も
の
は
同
じ
料
紙
・
形
態
と
し
た
。
ま
た
、
同
じ
文
言
で
複
数
の
宛
所
を
列
挙
し
た

「
格
通
ニ
而
」
と
い
う
表
記
の
書
状
は
、
便
宜
的
に
表
３
で
一
行
と
し
て
い
る
。 

こ
の
表
を
参
照
し
な
が
ら
、
内
容
ご
と
に
各
宛
所
へ
ど
の
よ
う
な
料
紙
が
使
用
さ

れ
て
い
る
か
み
て
い
き
た
い
。(

以
下
、
第
三
節
内
の
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
表
３
の
書

状
番
号
を
指
す
。) 

 

㈠ 

中
老
格
就
任
挨
拶
状 

 

浅
野
外
守
は
就
任
挨
拶
状
の
宛
所
と
し
て
、
藩
主
と
継
嗣
、
江
戸
留
守
居
役
、
分

家
筋
の
者
を
記
し
て
お
り
、
他
大
名
家
の
名
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
の
料
紙

は
大
杉
原
、
大
杉
原
裏
付
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
史
料
一
と
二
を
み
て
い
き
た
い
。 

 

【
史
料
一
】(

表
３
―
１
、
２) 

一
筆
啓
上
仕
候
、
今
般
私
儀
於 

御
城
御
中
老
格
被 

 

仰
付
難
有
仕
合
奉
存
候 

右
御
礼
為
可
申
上
如
斯
御
座
候 

御
前
御
序
之
刻
可
然
様
頼
入
存
候
、
恐
惶
謹
言 

 
 
 

巳
二
月
十
日 

 
 
 
 
 
 

御
名
御
判 

 
 
 

御
年
寄 

鈴
木
隼
人
様 

人
々
御
中 

 
 
 

此
書
状
大
杉
原
ニ
而
調 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上
封
し
封
紙
ニ
而 

右
御
同
文
ニ
而 

若
殿
様
江 

 
 
 

御
附
人 
望
月
蔵
人
様 

人
々
御
中 
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こ
の
文
面
か
ら
、
年
寄
鈴
木
隼
人
と
付
人
望
月
蔵
人
へ
、
そ
れ
ぞ
れ
藩
主
重
晟
と

継
嗣
に
中
老
格
就
任
御
礼
を
取
り
次
ぐ
よ
う
依
頼
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
に

は
浅
野
外
守
の
署
判
が
据
え
ら
れ
、
実
質
的
に
は
藩
主
と
継
嗣
へ
の
就
任
挨
拶
状
で

あ
り
、
形
態
の
表
記
は
な
い
が
両
通
と
も
折
紙
だ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。 

こ
れ
は
、
次
節
で
述
べ
る
今
中
丹
後
控
で
、
藩
主
と
継
嗣
へ
の
就
任
挨
拶
状
が
諸

口
裏
付
と
注
記
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
度
重
な
る
倹
約
令
の
た
め
、
料

紙
の
格
は
大
杉
原
か
ら
白
諸
口
に
一
段
下
げ
た
が
、
形
態
は
折
紙
の
ま
ま
据
え
置
い

た
と
思
わ
れ
る
。
竪
紙
や
半
切
紙
で
あ
る
可
能
性
も
否
め
な
い
が
、
大
杉
原
を
竪
紙

で
用
い
た
挨
拶
状
の
事
例
が
な
い
こ
と
や
、
料
紙
の
格
を
下
げ
て
お
き
な
が
ら
、
形

状
を
薄
礼
の
半
切
紙
か
ら
厚
礼
の
折
紙
へ
格
上
げ
す
る
こ
と
は
矛
盾
を
生
じ
る
た
め
、

こ
の
両
形
態
は
考
え
に
く
い
。
以
上
の
点
か
ら
、
藩
主
と
継
嗣
へ
の
書
状
に
は
大
杉

原
の
折
紙
を
用
い
た
と
し
て
お
き
た
い
。 

 【
史
料
二
】(

表
３
―
４) 

一
筆
啓
上
仕
候
、
其
御
地
御
手
前
様
、
弥
御
勇
健
可
被
成
御
座
与
珍
重
御
儀
奉
存

候
、
今
般
私
儀
中
老
格
被
申
付
忝
次
第
奉
存
候
、
是
迄
御
心
安
被
成
下
候
事
故
、

右
御
吹
調
為
可
申
上
如
斯
御
座
候
、
恐
惶
謹
言 

 
 
 

二
月
十
五
日 

 
 
 

御
名
判 

 
 
 

浅
野
備
前
守
様 

 
 
 

浅
野
河
内
守
様 

 
 
 

浅
野
大
学
様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

格
通
ニ
而 

 
 
 

中
根
外
記
様 

 

参
人
々
御
中 

 
 

大
杉
原
裏
付 

 

右
宛
先
の
浅
野
姓
の
三
名
は
江
戸
や
京
都
に
在
住
の
旗
本
で
あ
る
。
「
浅
野
備
前

守
」
と
「
浅
野
河
内
守
」
は
そ
れ
ぞ
れ
播
州
赤
穂
浅
野
家
の
分
家
当
主
、
浅
野
長
充

と
浅
野
長
壽
、
「
浅
野
大
学
」
は
浅
野
長
矩
・
浅
野
長
広
か
ら
四
代
目
の
当
主
・
長

貞
で
あ
る
（

12  
）

。
「
中
根
外
記
」
は
浅
野
家
、
家
老
の
上
田
家
な
ど
と
も
縁
戚
関
係

に
あ
る
旗
本
で
あ
り
、
こ
れ
ら
四
名
は
広
島
の
浅
野
家
か
ら
み
て
分
家
や
家
老
と
同

格
の
家
柄
の
扱
い
と
さ
れ
、
一
族
の
範
囲
の
者
と
い
え
る
。 

ま
た
藩
の
要
職
者
へ
の
挨
拶
状
に
つ
い
て
は
、
江
戸
留
守
居
役
「
安
井
牧
太
・
天

野
伝
兵
衛
」
宛
の
書
状
（
３
―
１
）
に
、
本
状
に
関
す
る
記
述
は
な
い
も
の
の
、
取

り
次
ぎ
依
頼
の
添
状(

３
―
２)

を
大
杉
原
の
半
切
紙
で
調
え
た
注
記
が
あ
る
。
本
状

の
料
紙
は
添
状
と
同
じ
大
杉
原
、
形
状
は
添
状
よ
り
格
上
の
折
紙
、
も
し
く
は
同
じ

半
切
紙
も
考
え
得
る
。
た
だ
し
、
新
し
く
留
守
居
役
と
な
っ
た
「
伊
藤
織
衛
」
か
ら

届
い
た
挨
拶
状
に
対
し
、
浅
野
外
守
が
祝
い
を
述
べ
た
返
書
が
大
杉
原
の
折
紙
で
あ

っ
た
10
の
事
例
を
考
え
る
と
、
や
は
り
双
方
の
挨
拶
は
折
紙
で
行
わ
れ
た
と
考
え
る

の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
10
に
は
「
此
後
諸
口
ニ
相
成
」
と
注
記
が
あ

り
、
こ
れ
以
降
、
家
中
の
要
職
ど
う
し
の
書
状
贈
答
の
料
紙
は
、
大
杉
原
か
ら
白
諸

口
へ
一
段
格
下
げ
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
浅
野
外
守
就
任
の
安
永
二
年
は
、
分
家
格
の
者
へ
の
挨
拶
状
が
大

杉
原
の
折
紙
と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
藩
主
と
継
嗣
の
ほ
か
、
留
守
居
役
の

よ
う
な
要
職
の
者
に
宛
て
た
挨
拶
状
も
同
様
の
書
状
様
式
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
推

定
で
き
る
。 
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表３ 浅野外守書状贈答控（安永２年）
書状№                       宛先 ⽂書の内容      料紙 形状 封・包紙

の記述
 名判
有無

 宛名
有無 ⽇付 備考

1 (殿様付) 御年寄 鈴⽊隼⼈様 御中⽼格被仰付候ニ付挨拶    ⼤杉原 ー
上封し付
紙ニ⽽

 
名判

 
有 ⺒⼆⽉⼗⽇ 「殿様」は浅野重晟

2 若殿様江 御附⼈望⽉蔵⼈様 御中⽼格被仰付候ニ付挨拶   (⼤杉原) ー
(上封し
付紙ニ
⽽）

ー
 
ー ⺒⼆⽉⼗⽇ 「右御同⽂ニ⽽」と略

3-1
江⼾留守居 安井牧太様、天
野傳兵衛様、格通ニ⽽

御中⽼格被仰付候ニ付挨拶           ー ー ー
 

名
 

有 ⺒⼆⽉九⽇
取次依頼の「御添状」は「⼤杉原半
切紙ニ調、上封し付紙ニ⽽」と注
記。

3-2 江⼾留守居連名ニ⽽ 添状(上記書状取次依頼）    ⼤杉原
半切ニ
調

上封し付
紙ニ⽽

 
名

 
有

⽉⽇(⺒⼆⽉九
⽇）

「御添状」は「⼤杉原半切紙ニ調、
上封し付紙ニ⽽」と注記。

4
浅野備前守様、浅野河内守様、
浅野⼤学様、中根外記様、格通
ニ⽽

御中⽼格被仰付候ニ付挨拶    ⼤杉原 裏付 ー
 

名判
 

有 ⼆⽉⼗五⽇

5 御名（浅野外守様） 御中⽼格被仰付候ニ付御祝
い      諸⼝

裏付ニ
⽽来ル ー

 
名判

 
有 ⼆⽉⼗⼆⽇

6 百々勘左衛⾨様(尾道町奉
⾏）

上記の返書      諸⼝
裏付ニ
⽽調 ー

 
名判

 
有 ⼆⽉廿⼆⽇

7
辻政之丞様、辻藤兵衛様、⼭⽥
⼗兵衛様、辻藤次郎様、那波茂
兵衛様、那波甚蔵様、那波九郎

御中⽼格祝状への礼(代筆）    ⼤杉原
裏付ニ
⽽ 上封し ー

 
有 三⽉⼗六⽇

添状に関して以下の注記あり。「⼤
坂留守居宛此⽂⾔ニ⽽御願被遣」
「此書状相達し候様致度候、此段頼

8 伊豫守様ニ⽽ 鈴⽊匡様・沼
野内蔵助様

年始御挨拶状へ御書頂戴の
御礼      奉書

横折ニ
⽽ ー

 
名判

 
有 三⽉⼗六⽇

「松平伊豫守」は丹後宮津藩藩主、
松平 資承。正室は浅野宗恒の娘(信
姫ヵ)。

9 (⼩川町ニ⽽）森司⾺様 御前⼩川町御奥様重役被仰
付ニ付祝状      諸⼝

半切ニ
⽽ ー ー

 
有 三⽉⼗六⽇

10 御留守居役 伊藤織衛様 御前御留守居役被仰付、御
加増拝領ニ付祝状    ⼤杉原 裏付 ー ー

 
有 三⽉⼗六⽇

「⼤杉裏付 此後諸⼝ニ相成」
と注記。

11 (御年寄) 鈴⽊隼⼈様・三好
靭負様

信姫様御逝去ニ付御悔み状    ⼤杉原 ー ー ー
 

有 閏三⽉⼗⽇

12 若殿様 御附衆望⽉蔵⼈様 (信姫様御逝去ニ付御悔み
状）    ⼤杉原 ー ー ー

 
有 閏三⽉⼗⽇ 「右御同⽂⾔ニ⽽」と略

13 (御年寄) 鈴⽊隼⼈様・三好
靭負様

築地御屋敷⽕事ニ付御機嫌
伺状    ⼤杉原 ー ー ー

 
有 閏三⽉廿五⽇

14 若殿様ニ⽽ 望⽉蔵⼈様 暑中御機嫌伺状           ー ー ー ー
 

有 六⽉⼆⽇

15 御前様(陽姫)ニ⽽ ⽯⿊善九
郎様・吉岡平⾺様

暑中御機嫌伺状           ー ー ー ー
 

有 六⽉⼆⽇ 「右御同⽂之内御前様益−−如是御
座候御序之刻」と略

16 近江守様ニ⽽ ⼾⽥嘉藤太様 暑中御機嫌伺状           ー ー ー ー
 

有 六⽉⼆⽇

17 (⽔野家左近将監様) ⼤久保
□様

暑中御機嫌伺状      奉書 ー ー ー
 

有 六⽉⼆⽇ 「右御同⽂、左近将監様益−−」と
略、「奉書へ調へ」と注記。

18 (昌光院様) 関屋市右衛⾨様 暑中御機嫌伺状     (奉書) ー ー ー
 

有 六⽉⼆⽇
「右御同⽂、昌光院様益ーー」
と略

19 神⽥橋(御奥様)ニ⽽ 飯⽥⼗
右衛⾨様

暑中御機嫌伺状     (奉書) ー ー ー
 

有 六⽉⼆⽇
「右御同⽂、御奥様益ーー」と
略

20 ⼩川町(御奥様)ニ⽽ 森司⾺
様

暑中御機嫌伺状     (奉書) ー ー ー
 

有 六⽉⼆⽇
「右御同⽂、御奥様益ーー」と
略

21 (御前様付）⽯⿊善九郎様・
吉岡平⾺様、穂坂勘六様

御前様御出産後御容体重き
に付御⾒舞           ー ー ー ー

 
有 ⼗⽉廿六⽇

22 御名様（浅野外守様） 深廣院様(陽姫)御遺物被下之
候に付御達           ー ー ー

 
名判

 
有 ⼗⼆⽉廿七⽇

23 (御前様重役) 吉岡平⾺様 深廣院様御遺物頂戴ニ付御
礼 ⼤杉原 裏付

上ふくさ
包ニシテ

 
名

 
有 四⽉⼆⽇

「右⼤杉原裏付ニ調上ふくさ包ニシ
テ上書宛様御名、右御返事平⾺殿へ
為持被遣候処、平⾺殿御達ニ⽽御返
翰落⼿仕候由返答有之」と注記。

24 尾州御附⼈ ⽯⿊善九郎様 深廣院様御遺物頂戴ニ付御
礼           ー ー

 
ー

 
名判

 
有

安永三午年四⽉
⼗四⽇

陽姫の実家・尾張徳川家への礼
状

御名御判(浅野外
守）

御名(浅野外守）

御前様重役吉岡
平⾺判

（浅野外守）

（浅野外守）

（浅野外守）

（浅野外守）

（浅野外守）

（浅野外守）

（浅野外守）

（浅野外守）

（浅野外守）

（浅野外守）

（浅野外守）

（浅野外守）

（浅野外守）

御名御判(浅野外
守）

⽀配⼈中ゟ

御名判(浅野外
守）

百々勘左衛⾨
判

御名判(浅野外
守）

御名(浅野外守）

御名(浅野外守）

            差出⼈

(御名御判）

御名御判(浅野外
守）
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・
㈡ 

就
任
祝
状
へ
の
返
書 

㈠
の
挨
拶
状
に
対
す
る
藩
主
ら
の
返
書
の
紙
種
と
様
式
は
、
残
念
な
が
ら
控
え
ら

れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
同
僚
か
ら
の
就
任
祝
状
へ
の
返
事
が
ど
の
よ
う
に
さ
れ
て

い
た
か
み
て
い
き
た
い
。 

 【
史
料
三
】(

表
３
―
５) 

一
筆
啓
上
仕
候
、
先
以
今
般
御
中
老
格
被
為
蒙
仰
候
旨
奉
承
知
珍
重
御
儀
奉
存
候
、

右
御
悦
申
上
度
如
斯
御
座
候
、
恐
惶
謹
言 

 
 
 

二
月
十
二
日 

 
 
 

百
々
勘
左
衛
門 

判 

 
 
 

御
名 

 
 
 
 
 
 
 
 

諸
口
裏
付
ニ
而
来
ル 

 

【
史
料
四
】(

表
３
―
６) 

御
状
令
披
見
候
、
今
般
自
分
儀
御
中
老
格
蒙
仰
候
付
、
為
御
歓
顕
示
忝
事
ニ
候
、

右
御
報
申
入
ニ
恐
惶
謹
言 

 
 
 

二
月
廿
二
日 

 
 
 

御
名
判 

 
 
 

百
々
勘
左
衛
門
様 

 
 
 

諸
口
裏
付
ニ
而
調 

 

史
料
三
・
四
の
「
百
々
勘
左
衛
門
」
は
、
安
永
二
年
ま
で
尾
道
町
奉
行
を
務
め
た

人
物
で
あ
る
。
㈠
で
述
べ
た
よ
う
に
、
家
中
の
要
職
宛
に
は
大
杉
原
の
折
紙
が
使
用

さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
た
め
、
一
見
す
る
と
整
合
性
が
と
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

百
々
勘
左
衛
門
の
書
状
が
「
諸
口
裏
付
ニ
而
来
ル
」
に
対
し
て
、
浅
野
外
守
も
同
様

に
「
諸
口
裏
付
ニ
而
調
」
と
記
し
、
相
手
と
同
じ
料
紙
と
形
状
で
返
書
を
認
め
た
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
れ
と
同
様
の
事
例
が
９
の
「
森
司
馬
」
宛
の
返
書
で
あ
る
。 

【
史
料
五
】(

表
３
―
９) 

御
切
紙
令
披
見
候
、
今
般
於 

御
前
小
川
町
御
奥
様
重
役
被 

仰
付
候
旨
依
之
御

紙
面
之
趣
致
承
知
珍
重
御
事
ニ
候
、
右
御
歓
御
報
如
此
御
座
候
、
已
上 

 
 
 

三
月
十
六
日 

 
 
 
 
 

諸
口
半
切
ニ
而 

 
 
 

森
司
馬
様 

 

冒
頭
の
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
森
司
馬
か
ら
の
「
御
切
紙
」
の
書
状
に
対
し
、

「
諸
口
半
切
ニ
而
」
返
書
を
調
え
て
お
り
、
「
御
切
紙
」
は
白
諸
口
の
半
切
紙
だ
っ

た
と
解
釈
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
か
ら
、
返
書
は
来
書
の
料
紙
と
形
態
に
揃
え
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。 

 

・
㈢ 

暑
中
御
機
嫌
伺
状 

14
か
ら
20
は
文
言
が
宛
所
に
よ
り
若
干
異
な
る
も
の
の
、
全
て
暑
中
御
機
嫌
伺

状
で
あ
る
。
14
の
「
若
殿
様
」
、
15
の
「
御
前
様(

重
晟
正
室
・
陽
姫)

」
、
16
の

「
近
江
守
様(

青
山
内
証
分
家
当
主)

」
に
つ
い
て
は
、
料
紙
の
記
載
が
な
か
っ
た
が
、

㈠
を
考
慮
す
る
と
料
紙
は
大
杉
原
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
次
節
の
今
中
丹
後
控

で
は
、
藩
主
と
継
嗣
に
宛
て
た
寒
中
見
舞
状
に
、
「
諸
口
半
切
レ
」
を
使
用
し
て
い

る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
形
態
は
折
紙
以
外
に
も
半
切
紙
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。 

こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
17
か
ら
「
右
御
同
文
」
と
し
つ
つ
、
料
紙
の
み
「
奉
書
へ
調

へ
」
と
注
記
が
始
ま
る
、
他
大
名
家
へ
の
書
状
様
式
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
史
料
上
で

の
表
記
を
、
ひ
と
つ
前
の
青
山
内
証
分
家
「
近
江
守
」
宛
の
暑
中
見
舞
状(

16)

か
ら

み
て
い
き
た
い
。 
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【
史
料
六
】(

表
３
―
16
、
17
、
18
、
19
、
20) 

一
筆
致
啓
上
候
、
甚
暑
之
節
其
御
地 

近
江
守
様
益
御
安
康
被
成
御
座
候
哉
、
乍
憚
承
知
仕
度
奉
存
候
、
暑
中
為
窺
御
機

嫌
如
斯
御
座
候
、
御
序
之
刻
可
然
様
頼
入
度
候
、
恐
惶
謹
言 

 
 
 

六
月
二
日 

 
 
 

近
江
守
様
ニ
而 

 

戸
田
嘉
藤
太
様 

右
御
同
文 

左
近
将
監
様
益 

―
―
― 

奉
書
へ
調
へ 

 
 
 

大
久
保 

肥
様 

右
御
同
文 

昌
光
院
様
益 

―
―
― 

 
 
 

関
屋
市
右
衛
門
様 

右
御
同
文 

御
奥
様
益 

―
―
― 

 
 
 

神
田
橋
ニ
而 

 

飯
田
十
右
衛
門
様 

右
御
同
文 

御
奥
様
益 

―
―
― 

小
川
町
ニ
而 

 

森
司
馬
様 

 

右
の
「
左
近
将
監
様
」
は
、
水
野
家
養
子
と
な
っ
た
藩
主
重
晟
弟
の
水
野
忠
鼎
で

あ
り
、
そ
の
ほ
か
は
婚
姻
で
他
大
名
家
へ
入
っ
た
浅
野
家
の
姫
君
た
ち
と
思
わ
れ
る
。 

こ
れ
ら
か
ら
、
縁
戚
関
係
と
な
っ
た
他
大
名
家
へ
の
挨
拶
状
に
は
奉
書
紙
（
小
奉

書
）
を
用
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
形
態
に
つ
い
て
は
表
記
が
な
い
が
、
次
節
の
今
中

丹
後
控
で
は
、
他
家
へ
嫁
い
だ
浅
野
家
姫
君
た
ち
に
宛
て
た
暑
中
・
寒
中
見
舞
状
に

大
杉
原
の
折
紙
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
折
紙
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
次

の
史
料
か
ら
も
、
他
大
名
家
と
の
書
状
の
や
り
と
り
は
、
基
本
的
に
小
奉
書
の
折
紙

で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。 

 【
史
料
七
】
（
表
３
―
８
） 

一
筆
致
啓
上
候
、
年
始
為
御
祝
詞
各
様
迄
以
書
状
申
上
候
段 

 

伊
豫
守
様
達 

御
聴
被
成
下
、
御
書
致
頂
戴
忝
仕
合
奉
存
候
、
御
請
之
儀
可
然
様
頼
入
存
候
、
恐

惶
謹
言 三

月
十
六
日 

 
 
 

御
名
御
判 

伊
豫
守
様
ニ
而 

鈴
木
匡
様 

 
 
 
 
 
 

奉
書
横
折
ニ
而 

沼
野
内
蔵
助
様 

人
々
御
中 

 

本
文
中
の
「
伊
豫
守
」
は
、
丹
後
宮
津
藩
主
松
平
資
承
の
こ
と
で
、
正
室
は
広
島

藩
六
代
藩
主
・
浅
野
宗
恒
の
娘
で
あ
る
。
当
史
料
は
、
浅
野
外
守
の
年
始
挨
拶
状
に

対
し
、
松
平
資
承
の
「
御
書
」
（
返
書
）
が
到
来
し
、
浅
野
外
守
が
さ
ら
に
小
奉
書

の
折
紙
で
礼
状
を
認
め
る
と
い
う
、
他
家
と
の
書
状
贈
答
の
様
子
が
わ
か
る
。 

 

史
料
六
・
七
よ
り
、
他
大
名
家
に
対
し
て
は
小
奉
書
の
折
紙
で
書
状
贈
答
が
行
わ

れ
、
浅
野
一
族
や
家
中
に
お
け
る
大
杉
原
や
白
諸
口
で
の
書
状
贈
答
と
は
料
紙
が
明

確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 

・
㈣ 
そ
の
他
の
内
容
の
差
出
状 

以
下
の
内
容
の
書
状
に
も
大
杉
原
の
使
用
が
明
記
さ
れ
、
三
つ
目
に
は
「
裏
付
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(
折
紙)

」
と
あ
っ
た
が
、
そ
の
ほ
か
は
形
態
の
注
記
が
な
か
っ
た
。 

・
信
姫
逝
去
に
つ
き
、
藩
主
と
継
嗣
へ
宛
て
た
悔
や
み
状(

11
、
12) 

・
築
地
御
屋
敷
の
長
屋
火
事
に
つ
き
、
藩
主
へ
宛
て
た
見
舞
状(

13)

、 

・
重
晟
正
室
・
陽
姫
の
形
見
の
品
拝
領
に
つ
き
礼
状
（
23
） 

 

た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
と
お
り
、
藩
主
・
継
嗣
へ
の
挨
拶
状
に
は
基

本
的
に
大
杉
原
の
折
紙
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
右
の
三
点
の
形
態
は
全
て
折

紙
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。 

 

四 

今
中
丹
後
控
の
書
状
贈
答
料
紙
の
分
析 

 

本
節
で
は
、
嘉
永
七
年(

一
八
五
四)

か
ら
翌
安
政
二
年
に
か
け
て
三
代
目
の
中
老

格
に
あ
っ
た
、
今
中
丹
後
の
書
状
贈
答
の
料
紙
を
詳
し
く
み
て
い
き
た
い
。
今
中
丹

後
控
に
は
全
部
で
二
二
一
通
の
書
状
の
授
受
が
記
載
さ
れ
、
浅
野
外
守
控
と
比
べ
る

と
書
状
総
数
は
約
三
倍
に
、
と
り
わ
け
他
大
名
家
と
の
書
状
贈
答
数
は
お
よ
そ
五
倍

に
増
加
し
て
い
る
。 

そ
の
う
ち
、
料
紙
・
形
態
い
ず
れ
か
が
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
今
中
丹
後
の
差

出
状
、
お
よ
び
受
取
状
の
合
計
九
四
通
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
大
杉
原
が
六
一
通
、

奉
書
紙
が
五
通
、
白
諸
口
と
色
諸
口
を
あ
わ
せ
た
諸
口
紙
が
二
二
通
、
不
明
（
付
紙

料
紙
）
が
六
通
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
五
二
通
を
抄
出
し
表
４
を
作
成
し
た
。
こ
れ

を
参
照
し
な
が
ら
、
内
容
ご
と
の
料
紙
を
み
て
い
き
た
い
。(

以
下
、
第
四
節
内
の

ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
表
４
の
書
状
番
号
を
指
す
。) 

  

・
㈠ 

中
老
格
就
任
挨
拶
状 

今
中
丹
後
は
中
老
格
に
就
任
し
た
際
、
挨
拶
状
に
白
諸
口
と
大
杉
原
の
折
紙
を
使 

用
し
て
い
る
こ
と
が
、
史
料
八
・
九
を
含
む
表
４
の
１
～
12
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。 

 

【
史
料
八
】(

表
４
―
１) 

江
戸
表
江 

諸
口
裏
付 

一
筆
啓
上
仕
候
、
今
日
私
儀
於 

御
城
御
中
老
格
被 

仰
付
難
有
仕
合
奉
存
候
、
右
御
礼
為
可
申
上
如
斯
御
座
候
、 

御
前
御
序
之
刻
可
然
様
頼
入
存
候 

恐
惶
謹
言 

 
 
 

正
月
十
九
日 

 
 

御
名
書
判 

 
 
 

御
年
寄 

二
川
清
記
様 

 

人
々
御
中 

 

こ
の
史
料
か
ら
、
江
戸
表
の
藩
主
斉
粛
へ
の
挨
拶
状
は
年
寄
二
川
清
記
宛
と
し
、

自
身
の
署
判
を
据
え
、
白
諸
口
の
折
紙
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
と

同
様
の
書
状
様
式
は
、
３
の
「
若
殿
様(

慶
熾)

」
、
４
の
「
近
江
守
様(

青
山
内
証

分
家
当
主
・
長
訓)

」
、
12
の
「
梅
梢
院
様(

藩
主
斉
粛
生
母)

」
に
み
ら
れ
た
。
こ

れ
ら
の
宛
所
か
ら
、
い
ず
れ
も
浅
野
本
家
・
分
家
で
あ
れ
ば
料
紙
は
白
諸
口
を
用
い
、

厚
礼
の
折
紙
を
選
択
し
た
と
い
え
よ
う
。 

 【
史
料
九
】(

表
４
―
２) 

一
姫
君
様
江 
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杉
原
裏
付
上
封
し
封
紙 

一
筆
啓
上
仕
候
、
今
日
私
儀
御
中
老
格
被 

仰
付
難
有
仕
合
奉
存
候
、
右
為
申
上
如
斯
御
座
候
、
恐
惶
謹
言 

 
 
 

正
月
十
九
日 

 
 

御
名
書
判 

 
 
 

佐
久
間
忠
兵
衛
様 

 
 
 

筒
野
藤
一
郎
様 

 

史
料
の
「
姫
君
様
」
は
、
藩
主
・
浅
野
斉
粛
に
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
に
輿
入

れ
し
た
、
将
軍
家
斉
の
娘
・
末
姫
で
あ
る
。
斉
粛
の
正
室
で
あ
る
も
の
の
、
今
中
丹

後
は
藩
主
よ
り
格
上
の
大
杉
原
を
折
紙
と
し
て
用
い
、
署
判
を
据
え
、
さ
ら
に
封
紙

で
包
ん
で
い
る
。
こ
れ
と
同
様
に
大
杉
原
の
折
紙
は
、
５
～
11
の
上
杉
家
、
南
部
家

を
は
じ
め
と
す
る
、
他
大
名
家
へ
嫁
い
だ
浅
野
家
の
姫
君
た
ち
に
宛
て
た
挨
拶
状
に

も
使
用
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
原
則
的
に
浅
野
本
・
分
家
内
で
あ
れ
ば
白
諸
口
、
他
大
名
家
宛
で

あ
れ
ば
大
杉
原
を
料
紙
と
し
て
選
択
し
、
就
任
挨
拶
状
の
よ
う
な
比
較
的
重
要
な
文

書
に
は
、
署
判
を
据
え
た
折
紙
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
将
軍
家
出
身

の
正
室
は
家
中
に
あ
っ
て
も
例
外
的
で
、
他
大
名
家
と
同
様
の
料
紙
と
形
態
を
選
択

し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
よ
う
。 

 ・
㈡ 

就
任
挨
拶
状
へ
の
返
書 

 

で
は
、
㈠
の
今
中
丹
後
の
挨
拶
状
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
書
状
様
式
で
返
書
が

な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
浅
野
本
・
分
家
内
を
み
て
い
こ
う
。 

 

【
史
料
十
】(

表
３
―
21) 

赤
紙
切
紙 

御
状
致
拝
見
候
、
然
者
今
般
御
中
老
格
被
蒙 

仰
候
旨
被
仰
越
候
御
紙
面
之
趣
、
達 

御
聴
候
、
恐
惶
謹
言 

 
 
 

二
月
晦
日 

 
 
 

二
川
清
記 

 
 
 

御
名
様 

 

冒
頭
の
「
赤
紙
切
紙
」
と
い
う
表
記
よ
り
、
今
中
丹
後
へ
の
返
書
は
、
藩
の
公
用
紙

の
色
諸
口
の
半
切
紙
を
使
用
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
22
も
同
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

藩
主
と
継
嗣
の
返
書
は
年
寄
を
介
し
た
公
文
書
で
あ
り
、
署
判
は
据
え
ず
に
略
式
で
行

っ
た
と
い
え
る
。
一
方
、
青
山
内
証
分
家
か
ら
の
返
書(

23)

は
同
じ
公
用
紙
だ
が
、

付
人
の
署
判
を
据
え
た
折
紙
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
家
中
老
格
の
今
中
丹
後
に
対
し
、

同
じ
折
紙
を
選
択
す
る
こ
と
で
、
薄
礼
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

藩
主
ら
と
同
様
に
白
諸
口
の
折
紙
で
挨
拶
が
な
さ
れ
た
藩
主
生
母
・
梅
梢
院
の
返
書

（
13
）
は
、
白
諸
口
の
半
切
紙
で
な
さ
れ
て
お
り
、
梅
梢
院
の
公
で
は
な
い
立
場
と
、

か
つ
略
式
の
返
事
を
許
さ
れ
る
地
位
を
表
し
て
い
る
。
正
室
・
末
姫
か
ら
の
返
書

（
24
）
は
、
付
人
の
署
判
を
据
え
た
「
杉
原
裏
付
」
で
来
て
お
り
、
今
中
丹
後
の
挨

拶
状
と
同
格
に
な
る
よ
う
大
杉
原
の
折
紙
を
選
択
し
た
と
理
解
さ
れ
よ
う
。 

こ
の
ほ
か
、
年
寄
二
川
清
記
が
差
し
出
し
た
、
「
白
諸
口
切
紙
」
の
就
任
祝
状

(
25)

に
対
し
、
今
中
丹
後
も
同
じ
白
諸
口
の
半
切
紙
で
返
書(

26)

し
て
い
る
こ
と
に

留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
要
職
の
家
臣
ど
う
し
の
就
任
挨
拶
状
と
祝
状
は
、
先
の
浅
野

外
守
控
で
は
主
と
し
て
大
杉
原
の
折
紙
が
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
今
中
丹
後
の
時
代
は

料
紙
を
白
諸
口
に
、
形
態
を
半
切
紙
へ
と
と
も
に
格
下
げ
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 
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表４　今中丹後書状贈答控（嘉永７年(安政元)～安政２年）
書状№ 差出⼈ 宛先 ⽂書の内容 料紙 形状  封・包紙 名判有無 宛名有無 ⽇付 備考

1 御名書判(今中丹後） (江⼾表殿様江）御年寄 ⼆川清記
様

御中⽼格被仰付候ニ付御挨拶 諸⼝ 裏付 ー 名判 有 正⽉⼗九⽇ 「江⼾表殿様」は９代藩主浅野⻫粛。

2 御名書判(今中丹後） (姫君様江）佐久間忠兵衛様、筒野
藤⼀郎様

御中⽼格被仰付候ニ付御挨拶 杉原 裏付 上封し付
紙ニ⽽

名判 有 正⽉⼗九⽇ 「姫君様」は将軍徳川家⻫娘末姫、浅野
⻫粛正室。

3 御名書判(今中丹後） (若殿様江）御年寄 ⼆川清記様 御中⽼格被仰付候ニ付御挨拶 諸⼝ 裏付 ー 名判 有 正⽉⼗九⽇ 「若殿様」は後の10代藩主浅野慶熾。

4 御名書判(今中丹後） (近江様江）⽊村幾三郎様 御中⽼格被仰付候ニ付御挨拶 諸⼝ 裏付 ー 名判 有 正⽉⼗九⽇ 「近江守様」は⻘⼭内証分家当主、浅野
⻑訓。

5 御名書判(今中丹後） 昌寿院様江 額⽥⾇右衛⾨様、⽊滑
要⼈様

御中⽼格被仰付候ニ付御挨拶 杉原 裏付 ー 名判 有 正⽉⼗九⽇ 「上杉弾正⼤弼様ニ⽽昌寿院様」は浅野⻫
賢娘で上杉⻫正正室輝姫。

6            ー(今中丹後） 光樹院様江 栃内左司⾺様、菅野肇
様

(御中⽼格被仰付候ニ付御挨拶) (杉原） (裏付） ー (名判)  (有） (正⽉⼗九⽇） 「南部美濃守様ニ⽽光樹院様」は浅野重晟
娘で南部利敬正室。

7            ー(今中丹後） (栄松院様江）平⽥伊久⾺様 (御中⽼格被仰付候ニ付御挨拶) (杉原） (裏付） ー (名判)  (有） (正⽉⼗九⽇） 「伊藤修理⼤夫様ニ⽽栄松陰様」は浅野重
晟娘で伊東祐⺠正室為姫。

8            ー(今中丹後） (松平⻑⾨守様之御前様江）丹
⽻⼀⾺様

(御中⽼格被仰付候ニ付御挨拶) (杉原） (裏付） ー (名判)  (有） (正⽉⼗九⽇） 「松平⻑⾨守様之御前様」は浅野⻫賢娘
で前⽥利保正室久美。

9            ー(今中丹後）
(溝⼝主膳正様ニ⽽御隠居伯耆
守様之⼤奥様江）星出求⾺様、宮
崎新五郎様

(御中⽼格被仰付候ニ付御挨拶) (杉原） (裏付） ー (名判)  (有） (正⽉⼗九⽇） 「溝⼝主膳正様ニ⽽御隠居伯耆守様之⼤奥
様」は浅野⻫賢娘で溝⼝直諒後室。

10            ー(今中丹後）
(細川越中守様之御前様江）⾼橋
安右衛⾨様、井場貞助様、⽇⽐嘉⾨
様、上野久様

(御中⽼格被仰付候ニ付御挨拶) (杉原） (裏付） ー (名判)  (有） (正⽉⼗九⽇） 「細川越中守様之御前様」は浅野⻫賢娘
で細川⻫護正室益姫。

11            ー(今中丹後） (宗對⾺守様之御前様江）早⽥作
左衛⾨様、渡辺⼜三様

(御中⽼格被仰付候ニ付御挨拶) (杉原） (裏付） ー (名判)  (有） (正⽉⼗九⽇） 「宗對⾺守様之御前様」は浅野⻫賢娘で
宗義和正室嘉代姫。

12 御名⽃り(今中丹後） (梅梢院様へ）渋江舎⼈様、堀場茂
助様、駒井半蔵様、天津⾼様

御中⽼格被仰付候ニ付御挨拶 諸⼝ 裏付 半紙服紗
包 名 有 ⼆⽉七⽇

「梅梢院様」は浅野⻫粛⽣⺟。「右諸⼝
裏付半紙服紗包上書御廣式重役中様御連
名宛⽂箱へ⼊上書御同様ニ⽽為持差出ス」
と注記。

13
(梅梢院様付 渋江舎⼈、
堀場茂助、駒井半蔵、天津
⾼）

        ー(今中丹
後） 上記返書(付⼈より） 諸⼝ 半切 ー ー ー ⼆⽉七⽇ 右之通ニ⽽御役成御請状相済候事(貼紙下

に記述）

14 ⽊滑要⼈政徳書判、額
⽥⾇左衛⾨盛清書判

今中丹後様 御中⽼格御就任御礼之趣、昌寿
院様へ申上げ候 杉原 裏付 ー 名判 有 ⼆⽉廿六⽇

15 菅野肇正書判、栃内左
司⾺昌録書判

今中丹後様 御中⽼格御就任御礼之趣、光樹
院様へ申上げ候 杉原 裏付 ー 名判 有 ⼆⽉廿⼋⽇

16 平⽥伊久⾺ ⽒書判 今中丹後様 御中⽼格御就任御礼之趣、栄松
院様へ申上げ候 杉原 裏付 ー 名判 有 ⼆⽉廿九⽇

17 丹⽻⼀⾺ 直⾏書判 今中丹後様 御中⽼格御就任御礼之趣、松平
⻑⾨守様之御前様へ申上げ候 諸⼝ 切紙 ー 名判 有 ⼆⽉廿九⽇

18 宮崎新五郎隆礼書判、
星出求⾺信成書判

今中丹後様
御中⽼格御就任御礼之趣、御隠
居伯耆守様之⼤御奥様へ申上げ
候

諸⼝ 裏付 ー 名判 有 ⼆⽉廿九⽇

19

上野久⼰承書判、⽇⽐
嘉⾨積成書判、井場貞
助恒亮書判、⾼橋安右
衛⾨貞幹書判

今中丹後様 御中⽼格御就任御礼之趣、細川
越中守様之御前様へ申上げ候 杉原 裏付 ー 名判 有 (⼆⽉廿九⽇）

20 渡辺⼜三、早⽥作左
衛⾨ 今中丹後様 御中⽼格御就任御礼之趣、宗對

⾺守様之御前様へ申上げ候 杉原 切紙 ー 名 有 ⼆⽉廿九⽇

21 (江⼾御年寄)⼆川清記 御名様(今中丹後) 御中⽼格御就任御礼之趣、殿様
へ申上げ候 ⾚紙 切紙 ー 名 有 ⼆⽉晦⽇

22 (江⼾御年寄)⼆川清記 御名様(今中丹後) 御中⽼格御就任御礼之趣、若殿
様へ申上げ候 ⾚紙 切紙 ー 名 有 ⼆⽉晦⽇

23 (江⼾御年寄)⼆川清記 今中丹後様 御中⽼格御就任ニ付御歓び状 ⽩諸⼝ 切紙 ー 名 有 ⼆⽉晦⽇
24           今中丹後 ⼆川清記様 中⽼格就任ニ付御書頂戴の礼状 同(⽩諸⼝) (切紙) ー 名 有 三⽉⼗九⽇

25 (近江守様付) ⽊村幾三
郎 尚震書判

今中丹後様 御中⽼格御就任御礼之趣、近江
守様へ申上げ候 ⾚紙 裏付 ー 名判 有 三⽉⼗三⽇

26
(姫君様付) 筒野藤⼀郎
義勝書判、佐久間忠兵衛 勝
貞書判

今中丹後様 御中⽼格御就任御礼之趣、姫君
様へ申上げ候 杉原 裏付 ー 名判 有 ⼆⽉廿⼋⽇

27            ー(今中丹後） (細川越中守様）有吉頼⺟様、⼩
笠原備前様

右京⼤夫様峯姫様御婚姻に付御
歓び状 杉原 裏付 ー ー 有 三⽉⼗九⽇

「右京⼤夫様」は細川 韶邦、肥後国熊本
藩11代藩主。「峯姫様」は ⼀条忠⾹の養
⼥、三条実万の娘。

28            ー(今中丹後） (同御前様江）⾼橋安右衛⾨様、井
場貞助様、⽇⽐嘉⾨様、上野久様

右京⼤夫様峯姫様御婚姻に付御
歓び状 杉原 裏付 ー ー 有 三⽉⼗九⽇ 「同御前様」は浅野⻫賢娘で細川⻫護正

室益姫。

29 (細川越中守様付) ⼩笠
原備前、有吉頼⺟

今中丹後様 右京⼤夫様峯姫様御婚姻之御歓
び之趣に付御満⾜思召の事 奉書 裏付 ー 名 有 四⽉廿六⽇

30
(細川越中守御前様付) 上
野久、⽇⽐嘉⾨、井場貞
助、⾼橋安右衛⾨

今中丹後様 右京⼤夫様峯姫様御婚姻に付、
御歓び之趣御前様へ申上げ候 ー  ー ー 名 有 四⽉⼗⼀⽇

31    御名判(今中丹後） (姫君様付)佐久間忠兵衛様、筒野藤
⼀郎様

姫君様江上使を以⼋代蜜柑御拝
領被遊奉恐悦候 杉原 裏付 ー 名判 有 正⽉廿七⽇

32
(姫君様付) 筒野藤⼀郎
義勝書判、佐久間忠兵衛 勝
貞書判

今中丹後様 ⼋代蜜柑御拝領の御歓び状之
趣、姫君様へ申上げ候 杉原 裏付 ー 名判 有 ⼆⽉廿⼋⽇
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次
に
他
大
名
家
か
ら
の
返
書
を
み
て
い
こ
う
。
14
か
ら
20
ま
で
の
七
通
の
返
書

の
う
ち
、
「
杉
原
裏
付
」
が
四
通
、
「
杉
原
切
紙
」
が
一
通
、
「
諸
口
裏
付
」
が
一

通
、
「
諸
口
切
紙
」
が
一
通
、
と
い
う
内
訳
に
な
っ
て
い
た
。 

 【
史
料
十
一
】(

表
３
―
14)

 

杉
原
裏
付 

御
札
致
拝
見
候
、
然
者
今
般
於 

御
城
御
中
老
格
被 

仰
出
候
、
為
御
礼
御
紙
面
之
趣
則
申
上
候
処
、
御
入
念
之
儀
思
召
候
、
此
段
宜
及

御
報
旨
、
昌
寿
院
様
被
仰
付
如
斯
御
座
候
、
恐
惶
謹
言 

 
 
 

二
月
廿
六
日 

 
 

木
滑
要
人 

 
 

政
徳
書
判 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

額
田
卯
左
衛
門 

盛
清
書
判 

 
 
 

今
中
丹
後
様 

  

他
大
名
家
の
返
書
、
四
通(

14
、
15
、
16
、
19)

は
、
右
の
よ
う
に
付
人
の
署
判

を
据
え
た
大
杉
原
の
折
紙
を
使
用
し
て
い
る
が
、
残
り
の
三
通
（
17
、
18
、
20
）

は
料
紙
・
形
状
・
署
判
の
有
無
に
規
則
性
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
。 

今
中
丹
後
控
で
は
、
こ
の
中
老
格
就
任
に
関
す
る
書
状
贈
答
以
降
、
他
大
名
家
か
ら

の
返
書
の
文
言
は
記
載
さ
れ
る
も
の
の
、
料
紙
名
と
形
態
の
注
記
は
ほ
と
ん
ど
省
か
れ

て
し
ま
う
。
わ
ず
か
な
が
ら
、
熊
本
藩
細
川
家
に
宛
て
た
婚
姻
祝
状(

29)

の
返
書
を

は
じ
め
五
点
が
「
奉
書
裏
付
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
昌
寿
院
（
浅
野
斉
賢
娘
・
上
杉
斉
正

正
室
）
か
ら
の
返
書
六
点
が
、
料
紙
の
表
記
が
な
く
、
略
式
の
「
付
紙
ニ
而
」
（

13  
）

だ
っ
た
こ
と
を
記
す
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。 

33           今中丹後 (殿様江 )⼆川清記様 寒中御機嫌伺状 諸⼝ 半切レ ー 名 有 ⼗⼀⽉⼗九⽇

34           今中丹後 (姫君様江)佐久間忠兵衛様、筒野藤
⼀郎様

寒中御機嫌伺状 杉原 裏付 ー 名 有 ⼗⼀⽉⼗九⽇

35           今中丹後 (近江守様ニ⽽）桜井織部様 寒中御機嫌伺状 諸⼝ 半切レ ー 名 有 ⼗⼀⽉⼗九⽇
「近江守様」(⻘⼭内証分家)は浅野⻑
訓。「近江守様江は諸⼝半切レ」と注
記。

36            ー(今中丹後） 昌寿院様ニ⽽ 額⽥⾇右衛⾨様、⽊
滑要⼈様

寒中御機嫌伺状 杉原 裏付 ー ー 有 ー
「御⽅々様江は杉原裏付」と注記。「昌
寿院様」は浅野⻫賢娘、上杉⻫正正室輝
姫。

37            ー(今中丹後） 光樹院様ニ⽽栃内左司⾺様、菅野肇
様

寒中御機嫌伺状 杉原 裏付 ー ー 有 ー 「光樹院様」は浅野重晟娘、南部利敬正
室。

38            ー(今中丹後） 栄松院様ニ⽽ 沖次郎兵衛様 寒中御機嫌伺状 杉原 裏付 ー ー 有 ー 「栄松陰様」は浅野重晟娘、伊東祐⺠正
室為姫。

39            ー(今中丹後） 茅町御前様ニ⽽ 岡⽥直之助様 寒中御機嫌伺状 杉原 裏付 ー ー 有 ー 「茅町御前様」は浅野⻫賢娘で前⽥利保
正室久美。

40            ー(今中丹後） ⽊挽町⼤奥様ニ⽽星出求⾺様、宮
崎新五郎様

寒中御機嫌伺状 杉原 裏付 ー ー 有 ー 「⽊挽町⼤奥様」は浅野⻫賢娘で溝⼝直
諒後室。

41            ー(今中丹後） ⿓⼝御前様ニ⽽井場貞助様、⾹⼭
徳右衛⾨様、⽇⽐嘉⾨様、上野久様

寒中御機嫌伺状 杉原 裏付 ー ー 有 ー 「⿓⼝御前様」は浅野⻫賢娘で細川⻫護
正室益姫。

42            ー(今中丹後） 向柳原御前様ニ⽽早⽥作左衛⾨
様、渡辺⼜三様

寒中御機嫌伺状 杉原 裏付 ー ー 有 ー 「向柳原御前様」は浅野⻫賢娘で宗義和
正室嘉代姫。

43           今中丹後 (殿様江 )⼆川清記様
願之通り隠居・家督相続御許可
に付御礼 諸⼝ 半切レ ー 名 有 ⼗⼆⽉⼗⼋⽇

44           今中丹後 (姫君様江)佐久間忠兵衛様、筒野藤
⼀郎様

願之通り隠居・家督相続御許可
に付御礼 杉原 裏付 ー 名 有 ⼗⼆⽉⼗⼋⽇

45           今中丹後 (近江守様ニ⽽）桜井織部様
願之通り隠居・家督相続御許可
に付御礼 諸⼝ 半切レ ー 名 有 ⼗⼆⽉⼗⼋⽇

46            ー(今中丹後） 昌寿院様ニ⽽ 額⽥⾇右衛⾨様、⽊
滑要⼈様

願之通り隠居・家督相続御許可
に付御礼 杉原 裏付 ー ー 有 ⼗⼆⽉⼗⼋⽇

「御⽅々様右同⽂⾔杉原裏付」と注記。
「昌寿院様」は浅野⻫賢娘、上杉⻫正正
室輝姫。

47            ー(今中丹後） 光樹院様ニ⽽ 栃内左司⾺様、菅野
肇様

願之通り隠居・家督相続御許可
に付御礼 杉原 裏付 ー ー 有 ⼗⼆⽉⼗⼋⽇ 「光樹院様」は浅野重晟娘、南部利敬正

室。

48            ー(今中丹後） 栄松院様ニ⽽ 沖次郎兵衛様
願之通り隠居・家督相続御許可
に付御礼 杉原 裏付 ー ー 有 ⼗⼆⽉⼗⼋⽇ 「栄松陰様」は浅野重晟娘、伊東祐⺠正

室為姫。

49            ー(今中丹後） 茅町御前様ニ⽽ 岡⽥直之助様
願之通り隠居・家督相続御許可
に付御礼 杉原 裏付 ー ー 有 ⼗⼆⽉⼗⼋⽇ 「茅町御前様」は浅野⻫賢娘で前⽥利保

正室久美。

50            ー(今中丹後） ⽊挽町⼤奥様ニ⽽ 星出求⾺様、宮
崎新五郎様

願之通り隠居・家督相続御許可
に付御礼 杉原 裏付 ー ー 有 ⼗⼆⽉⼗⼋⽇ 「⽊挽町⼤奥様」は浅野⻫賢娘で溝⼝直

諒後室。

51            ー(今中丹後） ⿓⼝御前様ニ⽽ 井場貞助様、⻄村
幸之助様

願之通り隠居・家督相続御許可
に付御礼 杉原 裏付 ー ー 有 ⼗⼆⽉⼗⼋⽇ 「⿓⼝御前様」は浅野⻫賢娘で細川⻫護

正室益姫。

52            ー(今中丹後） 向柳原御前様ニ⽽ 早⽥作左衛⾨
様、渡辺⼜三様

願之通り隠居・家督相続御許可
に付御礼 杉原 裏付 ー ー 有 ⼗⼆⽉⼗⼋⽇ 「向柳原御前様」は浅野⻫賢娘で宗義和

正室嘉代姫。
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他
大
名
家
か
ら
の
返
書
は
、
概
ね
今
中
丹
後
差
出
状
と
同
様
の
、
大
杉
原
の
折
紙

が
選
択
さ
れ
た
と
理
解
で
き
よ
う
が
、
厚
礼
を
示
す
奉
書
紙
の
折
紙
か
ら
、
甚
だ
薄

礼
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
「
付
紙
」
ま
で
、
料
紙
も
形
態
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、

各
付
人
の
裁
量
に
よ
っ
て
い
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

 ・
㈢ 

寒
中
御
機
嫌
伺
状
と
隠
居
挨
拶
状 

 

表
３
の
33
か
ら
42
は
、
藩
主
や
正
室
・
末
姫
を
は
じ
め
、
分
家
や
縁
戚
関
係
に

あ
る
大
名
家
へ
宛
て
た
寒
中
見
舞
状
で
あ
る
。 

 

【
史
料
十
二
】(

表
３
―
33
、
34) 

一
寒
気
ニ
付 

 

殿
様 

 

姫
君
様
其
外 

 

御
方
々
様
江
御
機
嫌
伺
い
差
上
状
、
左
之
通
取
計
之
事 

一
殿
様
江
諸
口
半
切
レ 

一
筆
致
啓
上
候
、
乍
時
分
寒
気
甚
御
座
候
得
共 

殿
様
益
御
機
嫌
能
被
成
御
座
、
御
膳
等
御
快
被 

召
上
候
哉
、
乍
恐
承
知
仕
度
奉
存
候
、
寒
中
為
可
奉
窺
御
機
嫌
如
斯
御
座
候
、 

恐
惶
謹
言 

 
 
 

十
一
月
十
九
日 

 

今
中
丹
後 

 
 
 

二
川
清
記
様 

一
姫
君
様
江
杉
原
裏
付 

 

一
筆
致
啓
上
候
、
甚
寒
之
節
御
座
候
得
共 

姫
君
様
益
御
機
嫌
能
被
成
御
座
候
哉
、
乍
恐
承
知
仕
度
奉
存
候
、
寒
中
為
可
奉
窺

御
機
嫌
如
斯
御
座
候
、
恐
惶
謹
言 

 
 
 

十
一
月
十
九
日 

 

今
中
丹
後 

 
 
 

佐
久
間
忠
兵
衛
様 

 
 
 

筒
野
藤
一
郎
様 

  

こ
の
藩
主
と
正
室
に
宛
て
た
二
通
に
続
き
、
史
料
上
で
は
「
御
方
々
様
江
者
杉
原

裏
付
、
尤
近
江
守
様
江
者
諸
口
半
切
レ
」
と
注
記
が
あ
り
、
各
大
名
家
へ
は
大
杉
原

の
折
紙
、
青
山
内
証
分
家
へ
は
藩
主
と
同
様
の
白
諸
口
の
半
切
紙
で
見
舞
状
を
認
め

た
こ
と
が
わ
か
る
。
㈠
の
就
任
挨
拶
状
と
比
べ
、
藩
主
と
分
家
（
近
江
守
）
宛
の
見

舞
状
は
、
半
切
紙
へ
と
さ
ら
に
簡
略
化
さ
れ
て
お
り
、
正
室
・
末
姫
へ
宛
て
た
大
杉

原
の
折
紙
の
見
舞
状
と
、
料
紙
・
形
態
の
差
が
大
き
い
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
①
藩
主
と
分
家
当
主
へ
は
白
諸
口
の
半
切
紙
、
②
正
室
・
末
姫
へ

は
大
杉
原
の
折
紙
、
③
縁
戚
関
係
の
他
大
名
家
へ
は
大
杉
原
の
折
紙
と
い
う
書
状
様

式
は
、
続
く
43
か
ら
52
ま
で
の
退
隠
の
挨
拶
状
で
も
同
じ
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
。

浅
野
外
守
控
と
同
様
に
、
他
家
へ
の
書
状
料
紙
は
家
中
よ
り
格
上
の
も
の
を
使
用
し
、

家
中
は
白
諸
口
、
他
家
は
大
杉
原
と
い
う
料
紙
の
区
別
が
明
確
に
な
さ
れ
て
い
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。 

白
諸
口
の
半
切
紙
は
、
浅
野
家
中
の
藩
士
が
ご
く
普
通
に
互
い
の
書
簡
に
使
用
す

る
料
紙
と
形
状
で
あ
る
こ
と
が
、
原
本
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
藩
主
と
分

家
の
当
主
宛
の
書
状
様
式
に
、
藩
士
と
そ
れ
と
全
く
差
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
安

政
初
年
当
時
の
藩
の
緊
縮
財
政
ぶ
り
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。 
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五 

両
史
料
の
比
較
か
ら
み
る
書
状
様
式
の
変
化 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

― 

本
稿
の
ま
と
め
と
し
て 

 

 

以
上
、
中
老
格
と
い
う
上
級
職
で
は
あ
る
も
の
の
、
家
臣
と
藩
主
一
族
と
の
間
に

ど
の
よ
う
な
書
状
贈
答
の
様
式
が
存
在
す
る
の
か
考
察
し
て
き
た
。
第
三
・
四
節
の

結
果
を
表
５
―
１
と
５
―
２
と
し
て
作
成
し
、
整
理
し
て
み
た
。 

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
大
き
く
次
の
三
点
が
指
摘
で
き
よ
う
。 

① 

範
囲 

書
状
の
授
受
者
は
、
浅
野
一
族
・
家
中
と
他
藩
に
二
分
さ
れ
る
。
公
家

や
門
跡
寺
院
な
ど
は
中
老
格
の
交
際
の
範
囲
に
な
か
っ
た
。 

② 

料
紙 

浅
野
外
守
の
安
永
二
年(

江
戸
時
代
中
期)

と
、
今
中
丹
後
の
安
政
元
年

(

江
戸
時
代
後
期)

を
比
較
す
る
と
、
家
中
で
は
大
杉
原
か
ら
諸
口
紙
へ
、
他
藩

と
の
交
際
に
お
い
て
は
小
奉
書
か
ら
大
杉
原
へ
と
双
方
と
も
格
下
げ
し
た
。
た

だ
し
、
他
藩
へ
は
家
中
の
料
紙
よ
り
常
に
厚
礼
の
料
紙
を
使
用
し
て
い
る
。 

③ 

形
態 

両
時
期
の
書
状
の
形
態
は
、
家
中
で
は
折
紙
か
ら
半
切
紙
へ
と
い
う
簡

略
化
が
み
ら
れ
、
他
藩
へ
は
折
紙
を
そ
の
ま
ま
維
持
し
て
い
る
。 

 

②
と
③
が
起
こ
っ
た
背
景
を
考
察
し
て
み
た
い
。 

ま
ず
、
家
中
の
書
状
様
式
の
薄
礼
化
に
は
次
の
二
つ
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。 

第
一
に
浅
野
宗
恒
か
ら
重
晟
へ
と
続
く
宝
暦
・
寛
政
の
藩
政
改
革
で
あ
る
。
藩
の
諸

機
関
で
は
政
務
の
簡
素
化
と
経
費
節
減
が
徹
底
し
て
図
ら
れ
、
家
中
に
お
い
て
も
慶
弔

の
行
事
や
進
物
贈
答
の
禁
止
を
は
じ
め
と
す
る
諸
事
省
略
が
要
求
さ
れ
た
。
浅
野
外
守

も
年
寄
職
と
し
て
こ
の
宝
暦
改
革
の
指
揮
を
と
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
藩
内
で
は
、
実

用
的
か
つ
経
済
的
理
由
か
ら
小
型
で
薄
い
常
用
紙
が
重
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
文
書

様
式
も
簡
略
化
さ
れ
、
料
紙
・
形
態
の
両
面
で
薄
礼
化
が
進
ん
だ
と
い
え
よ
う
。 

第
二
は
、
紙
の
自
給
体
制
の
強
化
に
よ
り
常
用
の
諸
口
紙
・
半
紙
が
安
定
的
に
供

給
さ
れ
、
文
書
簡
略
化
の
一
層
の
推
進
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
享
保
末
年

に
最
初
の
隆
盛
期
を
迎
え
た
紙
の
生
産
は
そ
の
後
漸
減
し
た
が
、
一
九
世
紀
に
入
る

と
再
び
増
産
に
転
じ
、
文
化
・
文
政
期
に
は
最
後
の
ピ
ー
ク
期
を
形
成
し
た
。
領
内

は
も
ち
ろ
ん
江
戸
表
の
家
中
入
用
ま
で
徹
底
し
て
国
産
の
紙
で
ま
か
な
い
、
余
剰
は

「
御
蔵
物
」
と
し
て
江
戸
・
大
坂
市
場
へ
出
荷
す
る
体
制
が
と
ら
れ
た
。
こ
の
生
産

量
増
加
の
中
心
は
佐
伯
郡
と
山
県
郡
で
あ
り
、
両
郡
は
享
保
初
年
か
ら
諸
口
紙
・
半

紙
の
主
要
産
地
で
あ
っ
た
（

14  
）

。
山
県
郡
は
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
に
諸
紙
生
産

高
五
九
〇
〇
丸
と
近
世
で
最
も
高
い
値
を
記
録
し
て
い
る
（

15  
）

。
諸
口
紙
・
半
紙
の

安
定
供
給
が
文
化
・
文
政
期
ま
で
続
い
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
二
紙
種
を
根
幹
と
し

た
藩
政
文
書
の
料
紙
体
系
が
構
築
さ
れ
た
。
こ
の
二
紙
種
の
色
や
形
態
（
竪
紙
・
折

紙
・
半
切
紙
・
冊
子
な
ど
）
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
理
的
・
視
覚
的

に
差
別
化
を
図
り
な
が
ら
、
多
様
な
事
案
に
対
応
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

右
の
よ
う
な
文
書
様
式
と
料
紙
の
略
式
化
は
、
幕
政
文
書
に
も
み
ら
れ
た
傾
向
で

あ
っ
た
。
大
藤
は
「
元
禄
期
以
降
、
幕
府
の
行
政
事
務
量
が
飛
躍
的
に
増
加
し
た
た

め
、
政
務
執
行
の
シ
ス
テ
ム
化
と
と
も
に
行
政
効
率
の
観
点
か
ら
文
書
の
略
式
化
が

進
ん
だ
」
と
し
、
老
中
奉
書
の
料
紙
が
享
保
期
以
降
薄
く
な
り
、
そ
の
機
能
が
「
よ

り
略
式
の
横
切
紙
（
半
切
紙:

筆
者
注
）
の
「
老
中
御
書
付
」
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ

て
い
っ
た
こ
と
、
ま
た
老
中
奉
書
自
体
に
も
書
式
を
簡
略
化
し
横
切
紙
の
形
態
を
と

る
も
の
も
現
れ
た
こ
と
」
を
指
摘
し
て
い
る
（

16  
）

。
こ
の
幕
政
文
書
の
略
式
化
の
影

響
が
、
地
方
の
藩
政
文
書
に
ど
の
よ
う
に
及
ん
だ
か
は
今
後
の
大
き
な
検
討
課
題
で

あ
る
。 
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表５－2　浅野外守・今中丹後受取状（料紙名・形態いずれか表記のあるもののみ）

⽩諸⼝*1

折紙*1

書状内容
⾊諸⼝ ⾊諸⼝ ⼤杉原 ⾊諸⼝ ⽩諸⼝ ⽩諸⼝(2)
半切紙 半切紙 折紙 折紙 半切紙 半切紙(2)

⽩諸⼝*2

半切紙*2

奉書(1)⼤杉原(1) 不明(６)*3

付紙(６)*3

⽩諸⼝ ⼤杉原(1)
半切紙

⼤杉原
折紙

1

8
折紙(2)

⼤杉原(5)
折紙(5)

縁戚関係⼤名家

婚姻等祝状
返書 51

＊1 浅野外守は同様の料紙・形態で返書 ＊2 今中丹後は同様の料紙・形態で返書 ＊3 付紙の料紙は不明

拝領祝状
返書

1

今
中
丹
後

就任挨拶
返書

1 1 1 1 1 7

就任祝状

時候挨拶
返書

奉書(4)
折紙(5)

重役

1

藩主 継嗣 正室(末姫） 分家当主 藩主⽣⺟

 差出
宛先 書状内容 藩 内

藩主 継嗣
浅
野

外
守

就任祝状

縁戚関係⼤名家
藩外

正室 分家当主 家⽼ 重役

 

表５－1　浅野外守・今中丹後差出状（料紙名・形態いずれか表記のあるもののみ）

⼤杉原 ⼤杉原 ⼤杉原
（折紙） （折紙） 折紙

⼩奉書
折紙

⼤杉原 ⼤杉原
（折紙） （折紙）

⼤杉原
（折紙）

⼤杉原(1)＊2 ⽩諸⼝(1)
折紙(1) 半切紙(1)

⼤杉原＊3 ⽩諸⼝(1) ⼤杉原(7) ⼩奉書
折紙＊3 折紙

書状内容
⽩諸⼝ ⽩諸⼝ ⼤杉原 ⽩諸⼝ ⽩諸⼝ ⼤杉原
折紙 折紙 折紙 折紙 折紙 折紙

⽩諸⼝ ⽩諸⼝ ⼤杉原 ⽩諸⼝ ⼤杉原
半切紙 半切紙 折紙 半切紙 折紙

⽩諸⼝

巻紙
⽩諸⼝ ⼤杉原 ⽩諸⼝ ⼤杉原
半切紙 折紙 半切紙 折紙

⽩諸⼝ ⼤杉原
折紙 折紙

⼤杉原
折紙

⼤杉原

折紙

131

1 5

2

1

1 1 1 7

1 7

142 1 2 2

諸礼状

将軍家より
拝領の祝状

2

8

1 1 4 2

1

1

1

1

1 1 1 1就任挨拶状

時候挨拶状

⽕事等⾒舞
状

隠居挨拶状

婚姻等祝状

重役 縁戚関係⼤名家

4

1

重役

折紙(8)

（折紙）
⼤杉原

藩主 継嗣 正室(末姫） 分家当主 藩主⽣⺟

浅
野
外
守

(

安
永
2
年
︶

今
中
丹
後

(

安
政
元
年
︶

就任挨拶状

時候挨拶状

悔やみ状

⽕事⾒舞状

昇進祝状

諸礼状

⽩諸⼝
半切紙

書状内容 宛先
差出

藩 内 藩外
藩主 継嗣 正室 分家当主 縁戚(旗本) 縁戚関係⼤名家

 

 



広島県立歴史博物館研究紀要第 24 号 

- 20 - 

一
方
で
大
藤
は
、
「
幕
府
の
意
思
伝
達
を
媒
介
す
る
代
表
的
な
文
書
の
一
つ
」
で

あ
る
老
中
連
署
奉
書
の
う
ち
、
老
中
返
礼
書
の
書
式
が
書
状
風
か
つ
伝
統
的
様
式
の

折
紙
形
態
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
に
も
着
目
し
て
い
る
（
17  
）

。
こ
れ
は
③
形
態
で
述

べ
た
よ
う
に
他
藩
へ
の
書
状
が
、
料
紙
の
ラ
ン
ク
を
下
げ
て
も
形
態
は
厚
礼
を
示
す

折
紙
が
維
持
さ
れ
た
こ
と
、
将
軍
徳
川
家
か
ら
入
輿
し
た
末
姫
に
は
、
一
貫
し
て
藩

主
よ
り
格
上
の
大
杉
原
折
紙
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
の
理
由
を
考
え
る
上
で
示
唆
に
富

ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
料
紙
の
選
択
は
各
藩
で
行
っ
た
と
し
て
も
書
札
礼
は
独

自
の
も
の
で
は
な
く
、
幕
政
文
書
の
そ
れ
に
準
拠
し
て
い
た
と
い
う
可
能
性
を
示
し

て
お
り
、
近
世
文
書
様
式
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
で
あ
る
。 

本
稿
の
結
論
と
し
て
、
広
島
藩
は
最
終
的
に
「
家
中
（
諸
口
紙
系
）
」
「
他
藩

（
杉
原
紙
系
）
」
と
い
う
二
つ
の
料
紙
系
統
に
よ
っ
て
藩
の
書
札
礼
を
整
備
し
て
お

り
、
今
中
丹
後
ら
の
書
状
贈
答
は
そ
れ
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
と
し
た
い
。
具
体

的
に
は
江
戸
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
、
他
藩
へ
は
奉
書
紙
か
ら
杉
原
紙
へ
と
、
家

中
で
は
杉
原
紙
・
諸
口
紙
が
混
在
し
て
い
た
状
態
か
ら
諸
口
紙
の
み
へ
と
料
紙
を
簡

素
化
し
た
。
形
態
に
関
し
て
は
こ
の
二
つ
の
料
紙
系
統
に
は
相
違
が
み
ら
れ
、
他
藩

に
対
し
て
は
石
高
に
関
係
な
く
一
律
に
折
紙
を
用
い
る
一
方
で
、
家
中
に
お
い
て
は

諸
口
紙
の
色
や
折
紙
・
切
紙
の
形
態
の
差
異
に
よ
っ
て
、
授
受
者
と
書
状
内
容
の
格

式
の
上
下
を
区
別
し
て
い
る
。
安
政
期
の
末
姫
の
よ
う
な
事
例
は
家
中
に
あ
っ
て
は

例
外
的
だ
が
、
藩
の
書
状
様
式
を
大
き
く
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
く
、
二
つ
の
料
紙

系
統
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
書
札
礼
の
範
囲
内
に
収
め
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。 

   

付
記 

 

 

筆
者
は
第
一
節
に
お
い
て
、
原
本
調
査
で
得
た
知
見
が
地
方
文
献
史
料
に
表
記
さ

れ
る
料
紙
の
分
析
に
ど
の
程
度
有
効
か
試
み
る
こ
と
を
第
二
の
目
的
と
し
た
。
本
稿

執
筆
で
は
現
存
料
紙
の
紙
質
調
査
と
表
１
の
数
値
か
ら
料
紙
名
を
特
定
し
、
文
献
上

の
表
記
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
今
中
丹
後
控
と
浅
野
外
守
控
に
記
載
さ
れ
る
料
紙
と

形
態
の
個
々
の
呼
称
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
一
定
の
成
果
が
あ
っ
た
と
考

え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
現
存
料
紙
が
な
い
場
合
で
も
文
献
上
の
表
記
か
ら
書
状

様
式
を
推
定
し
、
多
く
の
事
例
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
文
献
史
料
上
の
料

紙
に
関
す
る
研
究
に
は
、
そ
の
地
方
の
料
紙
遺
品
の
原
本
調
査
が
や
は
り
必
要
不
可

欠
だ
と
実
感
し
て
い
る
。 

本
稿
の
「
御
中
老
格
控
」
の
よ
う
に
、
藩
の
要
職
に
あ
っ
た
者
が
役
目
上
の
交
際
・

儀
礼
・
行
事
・
諸
手
続
き
に
使
用
す
る
料
紙
と
形
態
を
細
か
く
控
え
た
史
料
は
、
あ
ま

り
研
究
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
、
全
国
に
数
多
く
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

例
え
ば
広
島
で
は
家
老
の
上
田
家
の
家
政
史
料
（

18  
）

に
も
同
様
の
控
が
残
さ
れ
、

挿
絵
入
り
で
「
本
紙
色
諸
口
裏
付
、
上
同
半
紙
服
紗
（
包
）
」
「
杉
原
半
切
三
ツ
折
、

上
服
紗
包
、
封
し
カ
ミ
（
封
じ
紙
）
黒
引
」
な
ど
の
詳
し
い
記
述
が
あ
る
（
括
弧
内

は
筆
者
注
）
。
こ
の
よ
う
な
文
献
史
料
は
、
当
時
の
独
特
な
表
記
、
例
え
ば
本
稿
の

「
赤
竪
紙
（
色
諸
口
・
竪
紙
）
」
や
「
裏
付
（
折
紙
）
」
の
よ
う
な
呼
称
が
妨
げ
と

な
り
、
豊
富
な
事
例
を
引
き
出
せ
な
い
の
が
難
点
で
あ
る
。 

こ
れ
を
可
能
に
す
る
の
が
、
繰
り
返
し
と
な
る
が
そ
の
地
方
で
常
用
さ
れ
て
い
た

料
紙
の
詳
細
な
原
本
調
査
の
実
施
で
あ
り
、
次
に
そ
の
基
礎
的
デ
ー
タ
が
近
世
文
書

が
扱
わ
れ
る
諸
機
関
に
お
い
て
共
有
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
地
方
文
献
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史
料
に
記
載
さ
れ
る
料
紙
名
（
様
式
表
現
を
含
む
）
の
特
定
と
、
そ
の
地
方
の
文
書

様
式
へ
の
理
解
が
格
段
に
進
み
、
ひ
い
て
は
近
世
料
紙
研
究
の
発
展
を
促
す
も
の
と

考
え
て
い
る
。 

「
御
中
老
格
控
」
の
よ
う
な
史
料
は
、
役
目
上
必
要
な
文
書
の
料
紙
名
・
様
式
が

時
系
列
、
か
つ
体
系
的
に
記
録
さ
れ
て
い
る
の
が
最
大
の
魅
力
で
あ
り
、
事
例
収
集

の
有
効
な
手
法
と
し
て
今
後
さ
ら
に
他
史
料
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。 

最
後
に
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行
で
次
々
と
施
設
が
閉
鎖
と
な
る
中
、
い
つ
も

と
変
わ
ら
な
い
「
今
中
文
庫
」
の
調
査
環
境
を
ご
提
供
下
さ
っ
た
、
広
島
大
学
中
央

図
書
館
の
皆
様
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
広
島
藩
文
書
様
式
の
理
解
を

深
め
る
た
め
表
作
成
を
ご
提
案
下
さ
っ
た
棚
橋
久
美
子
氏
、
表
作
成
を
ご
指
導
い
た

だ
い
た
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
主
任
学
芸
員
の
久
下
実
氏
、
そ
し
て
四
年
に
わ
た
り

近
世
料
紙
研
究
の
重
要
性
と
面
白
さ
を
ご
教
示
い
た
だ
い
た
、
文
化
庁
文
化
財
第
一

課
文
化
財
調
査
官
の
地
主
智
彦
氏
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。 

 

【
註
】 

(

１ 

大
藤
修
「
近
世
文
書
論
序
説
―
近
世
文
書
の
特
質
と
そ
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
の
素 

描
―
（
上
）
・
（
中
）
」
（
『
史
料
館
研
究
紀
要
』
第
二
二
・
二
三
号
、
一
九
九
一
・
一 

九
九
二
年
） 

(

２ 

本
多
俊
彦
は
「
前
田
利
常
後
見
期
の
加
賀
藩
知
行
宛
行
状
に
つ
い
て
」
（
『
古
文
書
料 

紙
論
叢
』
勉
誠
出
版 

二
〇
一
七
年
）
の
中
で
、
知
行
宛
行
状
の
料
紙
が
「
中
奉
書
」
と 

文
献
上
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
中
奉
書
紙
に
は
そ
の
名
称
に
反
し
て
、
米 

粉
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
に
着
目
し
た
。
そ
し
て
「
少
な
く
と
も
当
時
の
加
賀
藩
で
は
、 

米
粉
の
入
っ
て
い
る
料
紙
を
奉
書
紙
と
呼
ん
だ
と
は
で
き
な
く
な
る
」
と
し
た
上
で
、 

「
こ
の
こ
と
は
、
近
世
に
お
け
る
特
徴
的
な
文
書
料
紙
の
一
つ
で
あ
る
奉
書
紙
を
考
え
て 

い
く
上
で
極
め
て
大
き
な
問
題
」
、
ま
た
「
米
粉
の
混
入
し
て
い
る
紙
が
奉
書
紙
で
あ
る 

と
い
っ
た
捉
え
方
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
史
料
に
あ
た
り
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
こ
と
が 

必
要
と
な
ろ
う
。
」
と
述
べ
て
い
る
。 

(

３ 

享
保
三
年
の
「
諸
役
所
の
料
紙
使
用
に
つ
き
定
」
（
『
広
島
県
史 

近
世
資
料
編
Ⅲ
』 

三
九
五
～
三
九
六
ペ
ー
ジ
、
「
吉
長
公
御
代
記
」
巻
十
四
上
）
と
、
享
保
十
一
年
の
「
諸 

用
紙
の
使
用
に
関
す
る
達
」
（
同
・
五
二
七
ペ
ー
ジ
「
吉
長
公
御
代
記
」
巻
二
十
二
下
） 

で
あ
る
。 

(

４ 

『
広
島
県
史 

近
世
資
料
編
Ⅰ
』
三
八
二
ペ
ー
ジ
に
掲
載
。(

『
広
島
県
史 

近
世
資
料 

編
Ⅳ
』
一
〇
三
～
一
〇
四
ペ
ー
ジ
に
も
同
様
の
記
載
が
あ
る
。
） 

(

５ 

『
広
島
県
史 

近
世
Ⅰ
』
五
四
五
ペ
ー
ジ
。
「
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
に
は
公
用
の 

半
紙
・
諸
口
・
半
切
紙
の
色
を
淡
茜
色
に
着
色
さ
せ
る
こ
と
と
し
」
と
記
述
さ
れ
る
。 

た
だ
し
こ
の
典
拠
は
「
芸
藩
志
拾
遺
巻
六
・
勧
業
其
一
・
製
紙
」
で
あ
り
、
「
半
紙
・
諸 

口
・
半
切
紙
」
で
は
な
く
、
正
し
く
は
「
半
紙
諸
口
紙
及
両
種
の

、
、
、
半
切
紙
」
で
あ
る
。 

(

６ 

現
存
料
紙
は
以
下
の
二
種
類
と
し
た
い
。 

① 

外
部
か
ら
今
中
丹
後
に
届
い
た
書
状
・
書
付
の
原
本
料
紙 

②
今
中
丹
後
が
書
状
・
書
付
を
作
成
・
提
出
し
た
の
ち
手
元
に
残
し
た
控
（
料
紙
・
形
態
が 

原
本
と
同
様
の
た
め
。
）
の
料
紙 

(

７ 

『
広
島
県
史 

近
世
資
料
編
Ⅰ
』
一
五
七
～
一
六
〇
ペ
ー
ジ
。
享
保
三
年
頃
（
一
七
一 

八
）
成
立
の
「
広
島
藩
御
覚
書
帖
四
・
諸
紙
」
の
内
に
あ
り
、
江
戸
時
代
中
期
に
生
産
さ 

れ
た
諸
紙
の
名
称
と
寸
法
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

(

８ 

『
新
撰
紙
鑑
』
（
木
村
青
竹
編
、
安
永
六
年
）
の
「
杉
原
類
」
の
項
に
よ
る
と
、
大
き 

い
も
の
で
播
磨
・
「
大
谷
」
と
「
荒
谷
」
が
縦
三
四
八
㎜
×
横
五
一
五
㎜
、
小
さ
め
の
も 
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の
で
大
和
・
「
吉
野
小
廣
」
が
縦
二
五
八
㎜
×
横
三
六
四
㎜
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、 

最
も
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、
縦
一
尺
～
一
尺
一
寸
（
三
〇
三
～
三
三
三
㎜
）
×
横
一
尺
四 

寸
八
分
～
一
尺
五
寸
（
四
四
八
～
四
五
五
㎜
）
ほ
ど
の
大
き
さ
で
あ
り
、
広
島
藩
の
中
杉 

原
も
こ
れ
に
該
当
す
る
。 

(

９ 

『
広
島
県
史 
近
世
資
料
編
Ⅵ
』
七
二
一
ペ
ー
ジ
。 

(

10 

『
広
島
県
史 

近
世
資
料
編
Ⅵ
』
六
九
八
ペ
ー
ジ
の
「
家
中
借
知
を
五
歩
ゆ
る
め
、
一 

層
節
険
を
命
ず
る
書
付
」
に
該
当
す
る
が
、
史
料
名
は
『
今
中
文
庫
目
録
』
の
も
の
（
Ｃ 

七
―
一
二
）
を
採
用
し
た
。 

(

11 

『
芸
藩
輯
要 

附
・
藩
士
家
系
名
鑑
』
（
林
保
登
編 

芸
備
風
土
研
究
会
、
一
九
七
〇 

年
復
刻
版
）
「
第
三
編 

藩
士
名
鑑
」
三
ペ
ー
ジ
「
御
役
之
章
程
」
よ
り
。 

(

12 

『
新
訂 

寛
政
重
修
諸
家
譜 

第
五
』
（
高
柳
光
寿
・
岡
山
泰
四
・
斉
木
一
馬
編
集 

 

続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
四
年
）
三
五
〇
～
三
五
二
ペ
ー
ジ
。
安
永
二
年
当
時
、
浅 

野
備
前
守
（
長
充
）
は
御
普
請
奉
行
、
浅
野
河
内
守
（
長
壽
）
は
仙
洞
御
所
の
付
人
で
あ 

っ
た
。
年
若
い
浅
野
大
学
（
長
貞
）
は
明
和
五
年
に
将
軍
家
治
に
御
目
見
が
か
な
い
、
安 

永
四
年
に
御
小
姓
組
の
番
士
に
列
し
て
い
る
。 

(

13
「
付
紙
」
は
「
浅
野
外
守
控
」
に
は
み
ら
れ
な
い
が
、
「
今
中
丹
後
控
」
で
は
例
え
ば
次 

の
よ
う
な
表
記
と
と
も
に
、
そ
の
文
面
が
短
冊
状
の
囲
み
内
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

・
一
、
昌
寿
院
様
江
暑
中
窺
御
機
嫌
之
御
返
事
ハ
、
此
御
方
ゟ
之
御
状
江
左
之
通
り
付
紙
ニ
而 

御
返
書
来
ル 御

紙
面
之
趣
致
承
知
則
申
上
候
処
、
御
入
念
之
儀
思
召
候 

こ
の
「
御
返
書
」
の
「
付
紙
」
の
料
紙
は
諸
口
紙
も
し
く
は
杉
原
紙
が
推
定
で
き
る
。
形
態 

は
、
同
じ
く
「
付
紙
」
と
呼
ば
れ
料
紙
遺
品
が
多
い
「
付
札
」
が
手
が
か
り
と
な
る
。
「
付 

札
」
と
は
、
下
役
の
伺
書
に
対
し
上
役
が
指
示
・
回
答
を
行
う
際
に
用
い
る
簡
略
な
文
書
の 

こ
と
で
あ
る
。
広
島
藩
で
は
色
諸
口
の
半
切
紙
を
必
要
な
幅
に
切
り
、
白
諸
口
の
半
切
紙
を 

用
い
た
伺
書
の
巻
き
終
わ
り
に
貼
付
し
て
差
し
戻
し
て
お
り
、
そ
の
大
半
が
付
箋
の
よ
う
な 

形
で
あ
る
。
よ
っ
て
昌
寿
院
か
ら
の
「
付
紙
」
の
返
書
も
、
書
状
本
紙
の
巻
き
終
わ
り
の
上 

に
貼
り
つ
け
ら
れ
た
幅
の
狭
い
半
切
紙
で
あ
り
、
甚
だ
略
式
の
も
の
と
理
解
さ
れ
よ
う
。 

(

14
『
広
島
県
史 

近
世
Ⅰ
』
五
三
七
ペ
ー
ジ
の
表
一
六
六
、
五
三
九
ペ
ー
ジ
の
表
一
六
八
に 

よ
る
。
宝
永
三
年
か
ら
享
保
十
年
ま
で
の
二
十
年
間
の
生
産
額
の
中
で
約
八
〇
パ
ー
セ
ン 

ト
を
佐
伯
・
山
県
両
郡
で
占
め
、
諸
紙
の
中
で
は
諸
口
紙
・
半
紙
が
最
も
多
く
、
全
生
産 

高
の
七
九
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。 

(

15
『
広
島
県
史 

近
世
Ⅰ
』
五
四
三
ペ
ー
ジ
の
表
一
六
九
に
よ
る
。 

(

16 

大
藤
修
「
近
世
文
書
論
序
説
―
近
世
文
書
の
特
質
と
そ
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
の
素 

描
―
（
中
）
」
（
『
史
料
館
研
究
紀
要
』
第
二
三
号
、
一
九
九
二
年
）
一
四
四
ペ
ー
ジ
。 

(

17 

大
藤
修
・
同
論
稿
一
四
四
～
一
四
七
ペ
ー
ジ
。 

(

18 

例
え
ば
「
上
田
家
家
政
史
料
集
成
」
（
『
上
田
家
文
書
調
査
報
告
書
』
、
広
島
市
教
育 

委
員
会
、
二
〇
〇
五
年
）
二
八
八
ペ
ー
ジ
「
少
将
様
御
船
屋
敷
江
御
成
之
控
」
な
ど
で
あ
る
。 

 

【
参
考
文
献
】 

大
藤
修
「
近
世
文
書
論
序
説
―
近
世
文
書
の
特
質
と
そ
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
の
素

描
―
（
上
）
・
（
中
）
」
（
『
史
料
館
研
究
紀
要
』
第
二
二
・
二
三
号
、
一
九
九
一
・

一
九
九
二
年
） 

本
多
俊
彦
「
前
田
利
常
後
見
期
の
加
賀
藩
知
行
宛
行
状
に
つ
い
て
」
（
『
古
文
書
料
紙

論
叢
』
勉
誠
出
版 

二
〇
一
七
年
） 

『
広
島
県
史 

近
世
Ⅰ
』(

広
島
県
、
一
九
八
一
年)

 

『
広
島
県
史 

近
世
資
料
編
Ⅰ
』(

広
島
県
、
一
九
七
三
年)
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『
広
島
県
史 

近
世
資
料
編
Ⅲ
』(

広
島
県
、
一
九
七
三
年)

 

『
広
島
県
史 

近
世
資
料
編
Ⅵ
』(

広
島
県
、
一
九
七
五
年)

 
『
新
撰
紙
鑑
』
（
木
村
青
竹
編
、
安
永
六
年
板
） 

『
芸
藩
輯
要 

附
・
藩
士
家
系
名
鑑
』
（
林
保
登
編 

芸
備
風
土
研
究
会
、
一
九
七
〇

年
復
刻
版
） 

『
新
訂 

寛
政
重
修
諸
家
譜 

第
五
』
（
高
柳
光
寿
・
岡
山
泰
四
・
斉
木
一
馬
編
集 

続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
四
年
） 

『
今
中
文
庫
目
録 

―
近
世
今
中
家
と
広
島
藩
― 

』
（
広
島
大
学
出
版
会 

二
〇
〇

六
年
） 

藤
田
覚
『
近
世
史
料
論
の
世
界
』
（
校
倉
書
房 

二
〇
一
二
年
） 

「
上
田
家
家
政
史
料
集
成
」
（
『
上
田
家
文
書
調
査
報
告
書
』
、
広
島
市
教
育
委
員
会
、

二
〇
〇
五
年
） 

土
井
作
治
『
広
島
藩
』
（
吉
川
弘
文
館 

二
〇
一
五
年
） 

石
川
良
枝
・
地
主
智
彦
「
江
戸
時
代
中
・
後
期
に
お
け
る
広
島
藩
の
杉
原
紙
・
諸
口

紙
・
半
紙
に
つ
い
て
」
（
『
広
島
県
立
歴
史
博
物
館
研
究
紀
要
』
第
二
十
二
号 

二
〇

二
〇
年
） 
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